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１ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１条関係】 
壱岐市自動車駐車場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第３条関係） 

名称 使用料（１区画当り１月） 

壱岐市郷ノ浦港駐車場 ４，１１０円 

壱岐市江上駐車場 ４，１１０円 

壱岐市印通寺本町駐車場 ２，１６０円 

壱岐市目坂駐車場 ２，１６０円 
 

別表（第３条関係） 

名称 使用料（１区画当たり１月） 

壱岐市郷ノ浦港駐車場 ４，１８０円 

壱岐市江上駐車場 ４，１８０円 

壱岐市印通寺本町駐車場 ２，２００円 

壱岐市目坂駐車場 ２，２００円 
 

 

   

 



 

２ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２条関係】 
壱岐市テレワーク施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第４条、第１０条関係） 
区分 単位 料金 

テレワークセ

ンター 

個室 １月 ４５，０００円 

固定席 １月 １５，０００円 

自由席 １月 ８，０００円 

登録料  ５，０００円 

コミュニティ

スペース 

利用者が入場料又はこれに類す

る費用等を徴収して使用する場

合は、１時間当たり５００円 

シェアハウス 個室 １月 ３０，０００円 

 備考 

  １ 入居日及び退居日が、月の１５日未満のときは半月分、

１５日以上のときは１月分を徴収する。 

２ 施設に係る附属設備等の利用料金は、別に定める。 

別表（第４条、第１０条関係） 

 備考 

  １ 入居日及び退居日が、月の１５日未満のときは半月分、

１５日以上のときは１月分を徴収する。 

２ 施設に係る附属設備等の利用料金は、別に定める。 

区分 単位 料金 

テレワークセ

ンター 
個室 １月 ４５，８３０円 

固定席 １月 １５，２７０円 

自由席 １月 ８，１４０円 

登録料  ５，０９０円 

コミュニテ

ィスペース 
利用者が入場料又はこれに類す

る費用等を徴収して使用する場

合は、１時間当たり５００円 
シェアハウス 個室 １月 ３０，５５０円 

 

   

 



３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３条関係】 
壱岐市芦辺浦住民集会所条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第５条関係） 

区分 単位 金額 

※冷暖房使用時は（ ）内金額を加算 

１階事務

所部分 

１平方メー

トル１月当

たり 

５１０円 

※ 電気・水道など光熱水費は利用者

負担 

上記以外

の部分 

３時間未満 ５１０円 （１，５４０円） 

３時間以上

６時間未満 
８２０円 （３，６００円） 

６時間以上 １，２３０円 （５，１４０円） 

飲食を伴う

場合 
２，０５０円 

（上記単位ごと金額を加算） 
 

別表（第５条関係） 

区分 単位 金額 

※冷暖房使用時は（ ）内金額を加算 

１階事務

所部分 

１平方メー

トル１月当

たり 

５１０円 

※ 電気・水道など光熱水費は利用者

負担 

上記以外

の部分 

３時間未満 ５１０円 （１，５６０円） 

３時間以上

６時間未満 
８３０円 （３，６６０円） 

６時間以上 １，２５０円 （５，２３０円） 

飲食を伴う

場合 
２，０８０円 

（上記単位ごと金額を加算） 
 

 

   

 



 

４ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第４条関係】 
壱岐市自動車教習場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

（施設の使用料） （施設の使用料） 
 

第７条 管理の代行に伴う施設の使用料は、月額 ５０４，０００

円とする。 

第７条 管理の代行に伴う施設の使用料は、月額 ５１３，３３０

円とする。 

 

第８条から第１０条まで （略） 第８条から第１０条まで （略）  

   

   附 則 （略）    附 則（略）  

   

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）  

  運転練習のためのコース使用料   運転練習のためのコース使用料  

車両区分 
時間 

普通自動

二輪車 
普通自動車 備考 

１台につき５

０分以内 
300円 620円  

 

車両区分 
時間 

普通自動

二輪車 
普通自動車 

１台につき５

０分以内 
300円 630円 

 

 

別表第２（第４条及び第６条関係） 別表第２（第４条、第６条関係）  

  本科   本科  

区

分 
車種別 所持免

許別 
入所手数

料（円） 
教程

数 
金額（円） 備考 

昼間 夜間 
学

科 
普通自

動車

（ＡＴ

限定車

を含

む。） 

初心者  32 41,470 41,470 入学に

要する

一切の

費用及

び消費

税を含 

自動二

輪車 
 2 2,590 2,590 

大型特

殊自動

車 

 3 3,880 3,880 

区

分 
車種別 所持免

許別 
入所手数

料（円） 
教程

数 
金額（円） 備考 

昼間 夜間 
学 普通自 初心者  32 42,230 42,230 入学に

要する

一切の

費用及

び消費

税を含

科 
 
 
 
 

動車 
（ＡＴ

限定車

を含む 
。） 

自動二

輪車 
 2 2,630 2,630 

大型特

殊自動

車 

 3 3,950 3,950 

 



５ 

 

  仮免許  17 22,030 22,030 む。 
１教程

は５０

分とす

る。 

普通自

動二輪

車（限

定） 

初心者  32 41,470 41,470 

普通自

動車 
 1 1,290 1,290 

大型特

殊自動

車 

初心者  22 28,510 28,510 

技

能

免

許

所

持

者 

普通自

動車 
自動二

輪車 
6,150 32 150,670 158,210 

大型特

殊自動

車 

6,150 26 122,040 135,930  

仮免許 6,150 17 79,770 88,840 

限定 4,630 4 16,350 18,470 

普通自

動車

（ＡＴ

限定

車） 

自動二

輪車 
6,150 29 136,550 143,380 

大型特

殊自動

車 

6,150 23 107,900 120,290 

仮免許 6,150 17 79,770 88,840 

限定 4,630 4 16,350 18,470 

大型特

殊自動

車 

自動二

輪車 
4,630 10 47,520 52,270  

普通自

動車 
大型自

動車 

4,630 6 31,780 34,130 

 仮免許  17 22,430 22,430 む。 
１教程

は５０

分とす

る。 

普通自

動二輪

車（限

定） 

初心者  32 42,230 42,230 

普通自

動車 
 1 1,310 1,310 

大型特

殊自動

車 

初心者  22 29,030 29,030 

技

能

免

許

所

持

者 

普通自

動車 
自動二

輪車 
6,260 32 153,460 161,130 

大型特

殊自動

車 

6,260 26 124,300 138,440 

仮免許 6,260 17 81,240 90,480 

限定 4,710 4 16,650 18,810 

 普通自

動車

（ＡＴ

限定車 
） 

自動二

輪車 
6,260 29 139,070 146,030 

 大型特

殊自動

車 

6,260 23 109,890 122,510 

  仮免許 6,260 17 81,240 90,480 

限定 4,710 4 16,650 18,810 

大型特

殊自動

車 

自動二

輪車 
4,710 10 48,400 53,230 

普通自

動車 
4,710 6 32,360 34,760 

  大型自

動車 
     



 

６ 

 限定 
普通自

動二輪

車（限

定） 

普通自

動車 
大型自

動車 
大型特

殊自動

車 

4,630 10 30,600 30,600 

技

能

初

心

者 

普通自

動車 
 6,150 34 159,710 177,850 

普通自

動車

（ＡＴ

限定

車） 

 6,150 31 145,590 162,070 

普通自

動二輪

車（限

定） 

 4,630 12 36,720 36,720 

大型特

殊自動

車 

 4,630 12 56,960 62,620 

 

  限定     

普通自

動二輪

車（限

定） 

普通自

動車 
大型自

動車 
大型特

殊自動

車 

4,710 10 31,160 31,160 

技

能

初

心

者 

普通自

動車 
 6,260 34 162,660 181,140 

普通自

動車 
（ＡＴ

限定車 
） 

 6,260 31 148,280 165,070 

普通自

動二輪

車（限

定） 

 4,710 12 37,400 37,400 

大型特

殊自動

車 

 4,710 12 58,010 63,770 

 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）  

  補習課・練習課   補習課・練習課  

車種別 科目 教程時間 
（分） 

金額（円） 備考 
昼間 夜間 

普通自動車 補習課 ５０ ４，２９０ ４，２９０   
普通自動車 練習課 ５０ ４，８２０ ４，８２０   

車種別 科目 教程時間 
（分） 

金額（円） 
昼間 夜間 

普通自動車 補習課 ５０ ４，３６０ ４，３６０ 
普通自動車 練習課 ５０ ４，９００ ４，９００ 

 



７ 

 

普通自動二輪車 補習課 ５０ ２，９３０ ２，９３０   
普通自動二輪車 練習課 ５０ ３，４８０ ３，４８０   
大型特殊自動車 補習課 ５０ ５，１７０ ５，１７０   
大型特殊自動車 練習課 ５０ ５，８８０ ５，８８０   

 

普通自動二輪車 補習課 ５０ ２，９８０ ２，９８０ 
普通自動二輪車 練習課 ５０ ３，５４０ ３，５４０ 
大型特殊自動車 補習課 ５０ ５，２６０ ５，２６０ 
大型特殊自動車 練習課 ５０ ５，９８０ ５，９８０ 

 

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

８ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第５条関係】 
壱岐市三島航路事業条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）  

  １ 一般旅客運賃   １ 一般旅客運賃  

区間 区分 
大人 小児 

三島相互間 ２４０円 １２０円 
三島から渡良浦までの間 ３６０円 １８０円 
渡良浦から郷ノ浦までの間 ３５０円 １８０円 
三島から郷ノ浦までの間 ４３０円 ２２０円 
備考 
小児運賃 
１ 小学校に修学している小児 
２ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する１歳以上で小

学校に修学していない小児 
３ 大人に同伴されて乗船する１歳以上で小学校に修学してい

ない小児であって、大人１人につき１人を超えるもの 
 

区間 区分 
大人 小児 

三島相互間 ２４０円 １２０円 
三島から渡良浦までの間 ３６０円 １８０円 
渡良浦から郷ノ浦までの間 ３６０円 １８０円 
三島から郷ノ浦までの間 ４４０円 ２２０円 
備考 
小児運賃 
１ 小学校に修学している小児 
２ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する１歳以上で小

学校に修学していない小児 
３ 大人に同伴されて乗船する１歳以上で小学校に修学してい

ない小児であって、大人１人につき１人を超えるもの 
 

 

  ２ 往復旅客運賃（三島から渡良浦又は郷ノ浦までの間往復

１回乗船する場合に適用する運賃とする。） 

  ２ 往復旅客運賃（三島から渡良浦又は郷ノ浦までの間往復

１回乗船する場合に適用する運賃とする。） 

 

区間 区分 
大人 小児 

三島から渡良浦までの間往復 ５８０円 ２９０円 
三島から郷ノ浦までの間往復 ６９０円 ３６０円 
備考 乗船券のうち復乗船券の有効期間は、発行の日から１４日 

区間 区分 
大人 小児 

三島から渡良浦までの間往復 ５８０円 ２９０円 
三島から郷ノ浦までの間往復 ７１０円 ３６０円 
備考 乗船券のうち復乗船券の有効期間は、発行の日から１４日 

 



９ 

 

間とする。 
 

間とする。 
 

  ３ （略）   ３ （略）  

  ４ 割引運賃   ４ 割引運賃  

   （１） 定期旅客運賃（旅客が同一区間を一定の期間内に不

特定回数乗船する場合に適用する運賃とする。） 
種別 区間 期間 区分 

大人 小児 
通勤

定期 
三島相互間 １箇月 ８，６４０円  
三島から渡良浦

までの間 
１２，９６０円  

渡良浦から郷ノ

浦までの間 
１２，６００円  

三島から郷ノ浦

までの間 
１５，４８０円  

通学

定期 
三島相互間 １箇月 ５，７６０円 ２，８８０円 
三島から渡良浦

までの間 
８，６４０円  

渡良浦から郷ノ

浦までの間 
８，４００円  

三島から郷ノ浦

までの間 
１０，３２０円  

 

   （１） 定期旅客運賃（旅客が同一区間を一定の期間内に不

特定回数乗船する場合に適用する運賃とする。） 
種別 区間 期間 区分 

大人 小児 
通勤

定期 
三島相互間 １箇月 ８，６４０円  
三島から渡良浦

までの間 
１２，９６０円  

渡良浦から郷ノ

浦までの間 
１２，９６０円  

三島から郷ノ浦

までの間 
１５，８４０円  

通学

定期 
三島相互間 １箇月 ５，７６０円 ２，８８０円 
三島から渡良浦

までの間 
８，６４０円  

渡良浦から郷ノ

浦までの間 
８，６４０円  

三島から郷ノ浦

までの間 
１０，５６０円  

 

 

   （２） （略） 

  ５ 臨時運航料金 

   （２） （略） 

  ５ 臨時運航料金 

 

区間 運賃 
三島相互間 １回につき１９，２００円 
三島から渡良浦までの間 １回につき２８，８００円 
渡良浦から郷ノ浦までの間 １回につき２８，０００円 
三島から郷ノ浦までの間 １回につき３４，４００円 

区間 運賃 
三島相互間 １回につき１９，２００円 
三島から渡良浦までの間 １回につき２８，８００円 
渡良浦から郷ノ浦までの間 １回につき２８，８００円 
三島から郷ノ浦までの間 １回につき３５，２００円 

 



 

１０ 

備考 プロパンガス及び給水車を積載する自動車１回につき当

該自動車航送運賃の１０割増 
 

備考 プロパンガス及び給水車を積載する自動車１回につき当

該自動車航送運賃の１０割増 
 

  ６ （略）   ６ （略）  

  ７ 特殊手荷物運賃   ７ 特殊手荷物運賃  

適用範囲 運賃 
自転車、小児用の車その他道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第２条第４項に規定する

軽車両 

２１０円 

原動機付自転車 ４１０円 
二輪自動車（総排気量０．７５リットル未満） ６１０円 
二輪自動車（総排気量０．７５リットル以上） ８２０円 

 

適用範囲 運賃 
自転車、小児用の車その他道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第２条第４項に規定する

軽車両 

２１０円 

原動機付自転車 ４２０円 
二輪自動車（総排気量０．７５リットル未満） ６２０円 
二輪自動車（総排気量０．７５リットル以上） ８４０円 

 

 

  ８ 自動車航送運賃   ８ 自動車航送運賃  

適用範囲 区間 
三島相互 三島～郷ノ浦 

３メートル未満 １，９２０円 ３，０１０円 
３メートル以上４メートル未満 ２，１７０円 ３，４９０円 
４メートル以上５メートル未満 ２，４１０円 ３，８６０円 
５メートル以上６メートル未満 ２，６４０円 ４，３４０円 
６メートル以上７メートル未満 ３，０９０円 ５，０７０円 
備考 当該自動車の運転手１人の運賃を含む。 

 

適用範囲 区間 
三島相互 三島～郷ノ浦 

３メートル未満 １，９５０円 ３，０７０円 
３メートル以上４メートル未満 ２，２１０円 ３，５５０円 
４メートル以上５メートル未満 ２，４５０円 ３，９３０円 
５メートル以上６メートル未満 ２，６９０円 ４，４２０円 
６メートル以上７メートル未満 ３，１４０円 ５，１６０円 
備考 当該自動車の運転手１人の運賃を含む。 

 

 

   

 



１１ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第６条関係】 
壱岐市ケーブルテレビ施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第１０条まで （略） 第１条から第１０条まで （略）  

（使用料） （使用料）  

第１１条 使用料は、月額次のとおりとする。 第１１条 使用料は、月額次のとおりとする。  

(1) 基本使用料 １，０２０円 (1) 基本使用料 １，０４０円  

(2) インターネット基本使用料 ３，０８０円 (2) インターネット基本使用料 ３，１４０円  

(3) （略） (3) （略）  

２・３ （略） ２・３ （略）  

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

１２ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第７条関係】 
壱岐市魚菜市場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第８条関係） 別表（第８条関係）  

１ シーフードセンター 

区分 単位 金額 

第１号ます １月につき １１，３１０円 

第２号ます ９，２５０ 

第３号ます ８，２２０ 

第４号ます ７，２００ 

第５号ます ６，１７０ 

第６号ます ５，１４０ 

第７号ます ５，１４０ 

第８号ます ５，１４０ 

第９号ます ４，１１０ 

２ 朝市売場 

区分 単位 金額 

第１号ます １月につき １４，４００円 
 

１ シーフードセンター 

区分 単位 金額 

第１号ます １月につき １１，５２０円 

第２号ます ９，４２０円 

第３号ます ８，３８０円 

第４号ます ７，３３０円 

第５号ます ６，２８０円 

第６号ます ５，２３０円 

第７号ます ５，２３０円 

第８号ます ５，２３０円 

第９号ます ４，１９０円 

２ 朝市売場 

区分 単位 金額 

第１号ます １月につき １４，６６０円 
 

 

   

 



１３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第８条関係】 
壱岐市商工業等研修施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

（使用料） （使用料）  

第７条 運営協議会は、月額１０，２８０円の使用料を市に納付

しなければならない。 

第７条 運営協議会は、月額１０，４７０円の使用料を市に納付

しなければならない。 

 

２ （略） ２ （略）  

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

１４ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第９条関係】 
壱岐市営印通寺共同店舗条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第４条まで （略） 

（原形変更） 

第５条 指定管理者は、共同店舗の原形を変えて利用しようとす

るときは、市営印通寺共同店舗原形変更許可申請書（別記様式）

を市長に提出し、許可を受けなければならない。 
第６条及び第７条 （略） 

第１条から第４条まで （略） 
（原形変更） 

第５条 指定管理者は、共同店舗の原形を変えて利用しようとす

るときは、市営印通寺共同店舗原形変更許可申請書を市長に提

出し、許可を受けなければならない。 

第６条及び第７条 （略） 

 

附 則 （略）    附 則 （略） 
 

  
 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）  

利用の種別 単位 使用料 
売店又は食堂の経営を

行うための使用料 
月額 １５１，２００円 

 

利用の種別 単位 使用料 
売店又は食堂の経営を

行うための使用料 
月額 １５４，０００円 

 

 

別記様式（第６条関係）   

   

 



１５ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１０条関係】 
マリンパル壱岐条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）  

会場 料金 冷暖房使用料 備考 

イベントホー

ル 
半日 ３０，８５０円 
１日 ５１，４２０円 

 
 

コンコース 半日 ２，０５０円 
１日 ４，１１０円 

半日 ５１０円 
１日 １，０２０円 

 

２階待合コー

ナー 
半日 １，０２０円 
１日 ２，０５０円 

半日 ３００円 
１日 ６１０円 

 

２階ホール 半日 ２，０５０円 
１日 ４，１１０円 

半日 ５１０円 
１日 １，０２０円 

 
 

会場 料金 冷暖房使用料 
イベントホール 半日 ３１，４２０円 

１日 ５２，３８０円 
 

コンコース 半日 ２，０９０円 
１日 ４，１９０円 

半日 ５２０円 
１日 １，０４０円 

２階待合コーナ

ー 
半日 １，０４０円 
１日 ２，０９０円 

半日 ３１０円 
１日 ６２０円 

２階ホール 半日 ２，０９０円 
１日 ４，１９０円 

半日 ５２０円 
１日 １，０４０円 

 

 

   

 



 

１６ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１１条関係】 
サンドーム壱岐条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）  

「サンドーム壱岐」利用料金 「サンドーム壱岐」利用料金  

(1) 入館料等（１人につき） (1) 入館料等（１人につき）  

  入館料 備考 
大人 ８２０円 １ 入館時間は、午前１０時から

午後９時３０分までとする。 
２ プール・浴場の利用について

は、幼児及び小学生は保護者同

伴とする。 

中学生以下 ４１０円 
幼児以下 無料 

トレーニングル

ーム小学生以上 
２００円 トレーニングルームのみの利用に

ついては、入館料を免除する。 
 

 入館料 備考 
大人 ８３０円 １ 入館時間は、午前１０時から

午後９時３０分までとする。 
２ プール・浴場の利用について

は、幼児及び小学生は保護者同

伴とする。 

中学生以下 ４１０円 
幼児以下 無料 

トレーニングル

ーム小学生以上 
２１０円 トレーニングルームのみの利用に

ついては、入館料を免除する。 
 

 

(2) 研修室及び会議室利用料金（１室につき） (2) 研修室及び会議室利用料金（１室につき）  

 利用料金 備考 
研修室Ａ １時間 ４１０円 利用時間は、午前１０

時から午後９時まで

とする。 
研修室Ｂ 

会議室Ａ 

会議室Ｂ 

１時間 ７２０円 

会議室Ｃ １時間 １，０２０円 
 

 利用料金 備考 

研修室Ａ １時間 ４１０円 利用時間は、午前１０

時から午後９時まで

とする。 

研修室Ｂ 
会議室Ａ 
会議室Ｂ 

１時間 ７３０円 

会議室Ｃ １時間 １，０４０円 
 

 

(3) 屋内競技場利用料金 

種目 利用料金 備考 
テニス １コート  ７２０円 利用時間は、午前１０時 

(3) 屋内競技場利用料金 

種目 利用料金 備考 
テニス １コート  ７３０円 利用時間は、午前１０時 

 



１７ 

 

１時間  から午後９時３０分まで 
ミニサッカー １コ

ート １時間 
１，４４０円 とする。 

 

１時間  から午後９時３０分まで 
ミニサッカー １コ

ート １時間 
１，４６０円 とする。 

 

   

 



 

１８ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１２条関係】 
壱岐市シーサイド小水浜条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 （略） 第１条及び第２条 （略）  

（使用料） （使用料）  

第３条 施設の使用料は、月額２０，５７０円とする 第３条 施設の使用料は、月額２０，９５０円とする  

２ （略） ２ （略）  

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



１９ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１３条関係】 
壱岐市地域福祉活動拠点施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）  

壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや＜屋内施設＞ 

区分 単位 使用料 備考 

１ イベントホール １時間当たり 1,020円 冷暖房利用

の場合は、

１時間当た

り左記使用

料金額を冷

暖房使用料

とする。 

２ 研修室Ａ・Ｂ １時間当たり 各 300円 

３ 保健研修室 １時間当たり 300円 

４ ボランティアルーム １時間当たり 300円 

５ コミュニティルー

ムＡ・Ｂ 

１時間当たり 各 300円 

６ ＡＶホール １時間当たり 510円 

７ 娯楽室 １時間当たり 1,020円  

８ リラクゼーション

カプセル 

１人１回当たり 200円 

９ トレーニングルーム １人１回当たり 200円 

１

０ 

一般浴室 １人１回当たり 300円 

壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや＜屋外施設＞ 

区分 単位 使用料 備考 

１

１ 

ゲートボール場（屋

根付） 

１コート１時

間当たり（照明

利用時のみ） 

200円  

１ エイドハウス １回当たり 300円 冷暖房利用 

区分 単位 使用料 備考 
壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや 
イベントホール １時間 1,040円 冷暖房利

用の場合

は、１時

間当たり

左記使用

料金額を

冷暖房使

用料とす

る。 

研修室Ａ・Ｂ １時間 各 310円 

保健研修室 １時間 310円 

ボランティアルー

ム 
１時間 310円 

コミュニティルー

ムＡ・Ｂ 
１時間 各 310円 

ＡＶホール １時間 520円 

娯楽室 １時間 1,040円  
リラクゼーション

カプセル 
１人１回 210円  

トレーニングルー

ム 
１人１回 210円  

一般浴室 １人１回 310円  
ゲートボール場

（屋根付） 
１コート１時間（照

明利用時のみ） 
210円  

 



 

２０ 

２    の場合は、

１時間当た

り左記使用

料金額を冷

暖房使用料

とする。 

１

３ 

キッズゲレンデ ボード貸出１

枚当たり 

100円  

壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ＜屋内施設＞ 

区分 単位 使用料 備考 

１

４ 

イベントホール １時間当たり 1,020円 冷暖房利用

の場合は、

１時間当た

り左記使用

料金額を冷

暖房使用料

とする。 

１

５ 

ボランティアルーム １時間当たり 300円 

１

６ 

研修室 １時間当たり 300円 

１

７ 

生涯学習室 １時間当たり 300円 

１

８ 

ふれあいルーム １時間当たり 300円 

１

９ 

娯楽室 １時間当たり 1,020円  

２

０ 

一般浴室 １人１回当たり 300円 

２

１ 

トレーニングルーム １人１回当たり 200円 

壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ＜屋外施設＞ 

区分 単位 金額 備考 

キッズゲレンデ ボード貸出１枚 100円  
壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ 
イベントホール １時間 1,040円 冷暖房利

用の場合

は、１時

間当たり

左記使用

料金額を

冷暖房使

用料とす

る。 

ボランティアルー

ム 
１時間 310円 

研修室 １時間 310円 

生涯学習室 １時間 310円 

ふれあいルーム １時間 310円 

娯楽室 １時間 1,040円  
一般浴室 １人１回 310円  
トレーニングルー

ム 
１人１回 210円  

イベントハウス １回 1,040円  
壱岐市石田町総合福祉センター 
会議室 １時間 310円 冷暖房利

用の場合

は、１時

間当たり

左記使用

料金額を

冷暖房使

用料とす

る。 

談話室 １時間 310円 

ボランティア室 １時間 310円 

一般浴室 １人１回 310円  



２１ 

 

２

２ 

イベントハウス １回当たり 1,020円  

壱岐市石田町総合福祉センター 

区分 単位 金額 備考 

２

３ 

会議室 １時間当たり 300円 冷暖房利用

の場合は、

１時間当た

り左記使用

料金額を冷

暖房使用料

とする。 

２

４ 

談話室 １時間当たり 300円 

２

５ 

ボランティア室 １時間当たり 300円 

２

６ 

一般浴室 １人１回当たり 300円  

壱岐市石田町総合福祉センター＜屋外施設＞ 

区分 単位 使用料 備考 

２

７ 

ゲートボール場（屋

根付） 

１コート１時

間当たり（照明

利用時のみ） 

200円  

 

ゲートボール場

（屋根付） 
１コート１時間（照

明利用時のみ） 
210円  

 注） 

１ 利用時間に１時間未満の端数がある場合は、１時間とし

て計算する。 

２ 営利を目的として利用する場合は、１０割以上加算す

る。 

 注） 
１ 利用時間に１時間未満の端数がある場合は、１時間として

計算する。 
２ 営利を目的として利用する場合は、１０割以上加算する。 

  

   

 



 

２２ 
 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１４条関係】 
壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 （略） 第１条及び第２条 （略）  

（使用料） （使用料）  

第３条 使用料は、次の区分によって使用者から徴収する。 第３条 使用料は、次の区分によって使用者から徴収する。  

(1) 居宅使用料 (1) 居宅使用料  

     月額９，２５０円（共同生活援助）      月額９，４２０円（共同生活援助）  

     日額１，０８０円（短期入所）      日額１，１００円（短期入所）  

(2) （略） 

 

(2) （略）  

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



２３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１５条関係】 
壱岐市国民健康保険直営診療所条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）  

区分 手数料の名称 単位 金額 
      円 
診断書 恩給関係診断書 １件 ６，１７０ 

年金認定診断書 〃 ４，１１０ 
死亡診断書 〃 ４，１１０ 
死亡診断書（写し） 〃 ２，０５０ 
診断書 〃 １，０２０ 
証明書 〃 ５１０ 
死体（胎）検案書 〃 １０，２８０ 
生命保険関係診断書 〃 ４，１１０ 
長期傷病補償給付診断書 〃 ４，１１０ 
司法関係診断書 〃 ３，０８０ 
死体検案料 〃 １５，４２０ 
身体障害者認定診断書 〃 ４，１１０ 
交通事故診断書及び障害関係診断書 〃 ２，０５０ 

意見書 介護保険に係る要介護認定又は要支援

認定のための意見書 
    

在宅者の新規申請に関するもの １件 ５，４００ 
在宅者の継続申請に関するもの 〃 ４，３２０ 
施設入所者の新規申請に関するもの 〃 ４，３２０ 
施設入所者の継続申請に関するもの 〃 ３，２４０ 

 

区分 手数料の名称 単位 金額 
      円 
診断書 恩給関係診断書 １件 ６，２８０ 

年金認定診断書 〃 ４，１８０ 
死亡診断書 〃 ４，１８０ 
死亡診断書（写し） 〃 ２，０８０ 
診断書 〃 １，０３０ 
証明書 〃 ５１０ 
死体（胎）検案書 〃 １０，４７０ 
生命保険関係診断書 〃 ４，１８０ 
長期傷病補償給付診断書 〃 ４，１８０ 
司法関係診断書 〃 ３，１３０ 
死体検案料 〃 １５，７００ 
身体障害者認定診断書 〃 ４，１８０ 
交通事故診断書及び障害関係診断書 〃 ２，０８０ 

意見書 介護保険に係る要介護認定又は要支援

認定のための意見書 
    

在宅者の新規申請に関するもの １件 ５，５００ 
在宅者の継続申請に関するもの 〃 ４，４００ 
施設入所者の新規申請に関するもの 〃 ４，４００ 
施設入所者の継続申請に関するもの 〃 ３，３００ 

 

 

 



 

２４ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１６条関係】 
壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第１２条関係） （略） 別表第１（第１２条関係） （略）  

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係）  

種別 取扱区分 単位 金額 摘要 
ごみ処

理手数

料 

ごみ袋（大） １枚当たり ４０円 可燃、不燃袋 
ごみ袋（小） １枚当たり ２０円 可燃 
粗大ごみシ

ール 
１枚当たり ２００円 粗大ごみ分類表に

よる 
特別収集 軽四輪貨物 ２，５７０円 ごみ処理手数料は、

粗大ごみシール等の

料金区分により別途

加算する。 

２トン積載

貨物 
４，１１０円 

持込手数料 ２０kg ま

で 
１００円  

２０kg 超

過について

は、１０kg
超過（四捨

五入）する

ごとに 

５０円 

 

種別 取扱区分 単位 金額 摘要 
ごみ処

理手数

料 

ごみ袋（大） １枚当たり ４０円 可燃、不燃袋 
ごみ袋（小） １枚当たり ２０円 可燃 
粗大ごみシ

ール 
１枚当たり ２００円 粗大ごみ分類表に

よる 
特別収集 軽四輪貨物 ２，６１０円 ごみ処理手数料は、

粗大ごみシール等の

料金区分により別途

加算する。 

２トン積載

貨物 
４，１９０円 

持込手数料 ２０kg ま

で 
１００円  

２０kg 超

過について

は、１０kg
超過（四捨

五入）する

ごとに 

５０円 

 

 

   

 



２５ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１７条関係】 
壱岐市自給肥料供給センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）  

施設名 区分 金額 
壱岐市勝本

町自給肥料

供給センタ

ー 

液肥散布料金 バキューム車１台（１．８トン）当た

り ５１０円 
ただし、最低料金として ５１０円 

畜尿収集料金 バキューム車１台（１．８トン）当た

り ３００円 
ただし、最低料金として ３００円 

焼酎粕受入料金 １トン当たり ５，１４０円 
洗米水受入料金 １トン当たり ２００円 

 

施設名 区分 金額 
壱岐市勝本

町自給肥料

供給センタ

ー 

液肥散布料金 バキューム車１台（１．８トン）当た

り ５２０円 
ただし、最低料金として ５２０円 

畜尿収集料金 バキューム車１台（１．８トン）当た

り ３１０円 
ただし、最低料金として ３１０円 

焼酎粕受入料金 １トン当たり ５，２３０円 
洗米水受入料金 １トン当たり ２００円 

 

 

   

 



 

２６ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１８条関係】 
壱岐市堆肥センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）  

区分 金額 
堆肥センター使用料 １トン当たり（収集・散布） ５１０円 

ただし、最低利用料金として５１０円 
１トン当たり（持込） ２００円 
ただし、最低利用料金として２００円 

バラ堆肥（完熟） １トン当たり ４，６２０円 
ただし、自己取りの場合は４，１６０円 

バラ堆肥（半熟） １トン当たり ２，５７０円 
ただし、自己取りの場合は２，３１０円 

袋詰め堆肥（１５キログラ

ム袋） 
１袋当たり ２５０円 

 

区分 金額 
堆肥センター使用料 １トン当たり（収集・散布） ５２０円 

ただし、最低利用料金として５２０円 
１トン当たり（持込） ２００円 
ただし、最低利用料金として２００円 

バラ堆肥（完熟） １トン当たり ４，７１０円 
ただし、自己取りの場合は４，２４０円 

バラ堆肥（半熟） １トン当たり ２，６１０円 
ただし、自己取りの場合は２，３５０円 

袋詰め堆肥（１５キログラ

ム袋） 
１袋当たり ２６０円 

 

 

   

 



２７ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１９条関係】 
壱岐市農業機械銀行条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

機械名 使用料 備考 

単位 金額 

大型ブルド

ーザー 

１時間当

たり 

６，９７０円  

中型ブルド

ーザー 

〃 ５，７３０円  

大型トラク

ター 

〃 ７，６５０円 ハローによる代かき 

〃 ６，１７０円 作業幅２．２ｍ以上の

ロータリー 

〃 ５，１２０円 通常耕起、代かき 

〃 ６，０４０円 基盤整備後の耕起 

〃 ４，３２０円 プラウ・パワーディスク 

〃 ３，７００円 播種作業 

小型トラク

ター 

〃 ４，３２０円 通常耕起、代かき 

〃 ３，７００円 中耕管理作業 

〃 ２，４６０円 播種作業 

大型バック

ホー 

〃 １０，１２０円 破砕作業については１

２，１５０円／ｈ 

中型バック

ホー 

〃 ７，５９０円  

小型バック 〃 ４，９３０円  

機械名 
使用料 

備考 
単位 金額 

中型ブルド

ーザー 

１時間 
５，８４０円 

 

大型トラク

ター 

 

 

 

〃 ７，７９０円 ハローによる代かき 

〃 
６，２８０円 

作業幅２．２ｍ以上のロー

タリー 

〃 ５，２１０円 通常耕起、代かき 

〃 
４，４００円 

プラウ、パワーディスク、ス

タブルカルチ 

〃 ３，７７０円 播種作業 

小型トラク

ター 

〃 ４，４００円 通常耕起、代かき、溝上げ機 

〃 ２，５１０円 播種作業 

中型バック

ホー 

〃 
７，７３０円 

 

小型バック

ホー 

〃 
５，０２０円 

 

ミニバック

ホー 

〃 
３，７７０円 

 

カッティン １梱包 １，４６０円 ９０ｃｍロールのみ 

グロールベ １，７６０円 １００ｃｍロールのみ 

 



 

２８ 

ホー    

ミニバック

ホー 

〃 ３，７００円  

カッティン

グロールベ

ーラー 

１梱包当

たり 

２，０５０円 飼料作物収穫作業（９０

ｃｍ）ラッピング込み 

ロール作業のみ（１，４

４０円） 

２，４６０円 飼料作物収穫作業（１０

０ｃｍ）ラッピング込み 

ロール作業のみ（１，７

２０円） 

２，０１０円 飼料作物収穫作業（１１

０ｃｍ） 

ロール作業のみ 

２，３００円 飼料作物収穫作業（１２

０ｃｍ） 

ロール作業のみ 

２１０円 委託者の倉庫への積み

下ろし作業、各単価へ加

算 

ラッピング

マシーン 

〃 ８２０円 ラッピング作業のみ（９

０ｃｍ） 

８５ｃｍの場合７７０

円 

１００ｃｍの場合９２

０円 

ヘイベーラ

ー１式 

〃 １２０円  

ーラー  ２，０５０円 １１０ｃｍロールのみ 

 ２，３４０円 １２０ｃｍロールのみ 

  ２，０９０円 ９０ｃｍラッピング込み 

  ２，５１０円 １００ｃｍラッピング込み 

  
２１０円 

委託者の倉庫への積み下ろ

し作業、各単価へ加算 

ラッピング

マシーン 

〃 ７８０円 ８５ｃｍ 

８３０円 ９０ｃｍ 

９４０円 １００ｃｍ 

ヘイベーラ

ー 

〃 
１２０円 

 

モアコンデ

ィショナー 

１時間 
５，５３０円 

 

ディスクモ

アー 

〃 
４，４００円 

 

ロータリテ

ッダ 

〃 
４，７１０円 

反転、集草作業 

ブロードキ

ャスタ 

〃 
４，７１０円 

肥料散布 

弾丸暗渠 〃 ４，４００円 排水整備作業 

    中型ホイル

ローダー 

〃 

 

４，７１０円 

 

 

 

    小型ホイル

ローダー 

〃 
３，８９０円 

 

乗用管理機 〃 ５，２１０円  

４トンダン

プ 

〃 
４，７１０円 

 



２９ 

 

モアコンデ

ィショナー 

１時間当

たり 

５，４３０円 飼料作物刈取作業 

ディスクモ

アー 

〃 ４，３２０円 飼料作物刈取作業 

ロータリテ

ッダ 

〃 ４，６２０円 飼料作物の反転・集草

作業 

ブロードキ

ャスタ 

〃 ４，６２０円 肥料散布 

弾丸暗渠 〃 ４，３２０円 排水整備作業 

中型ホイル

ローダー 

〃 ４，６２０円  

小型ホイル

ローダー 

〃 ３，８２０円  

乗用管理機 〃 ５，１２０円  

４トンダン

プ 

〃 ４，６２０円  

２トンダン

プ 

〃 ３，８２０円  

回送車 片道１回

当たり 

１０，８００円  

 

２トンダン

プ 

〃 
３，８９０円 

 

回送車 片道１

回 
１１，０００円 

 

 

   

 



 

３０ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２０条関係】 
壱岐風民の郷条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）  

入園料又は施設の使用料 

（単位：円） 

入園料又は施設の使用料 

（単位：円） 

 

区分 施設の名称 単位 料金 冷暖房装置

使用料（１

時間当た

り） 

昼間 
（８：３０
～１７：０

０） 

夜間 
（１７：０
０～２２：
００） 

（中

略） 
（中

略） 
（中略） （中略） （中略） （中略） （中略） 

使用料 農林

漁業

体験

実習

館 

（視聴覚室） １回 ３００ ４１０ ２１０ 

（体験実習

室） 
３００ ４１０ ２１０ 

（調理実習

室） 
１，０２０ １，５４０ ３１０ 

（農産加工

室） 
１，０２０ １，５４０ ３１０ 

（地域食材

供給室等） 
１月 ５１，４２０   

学童

体験

農園 

（貸農園） １区画 
（４０m２）

／年 

２，０５０   

（収益農園） １０a／年 １０，２８０   
 

区分 施設の名称 単位 料金 冷暖房装置

使用料（１

時間当た

り） 

昼間 
（８：３０
～１７：０

０） 

夜間 
（１７：０
０～２２：
００） 

（中

略） 
（中

略） 
（中略） （中略） （中略） （中略） （中略） 

使用料 農林

漁業

体験

実習

館 

視聴覚室 １回 ３１０ ４１０ ２１０ 

体験実習室 ３１０ ４１０ ２１０ 

調理実習室 １，０４０ １，５７０ ３１０ 

農産加工室 １，０４０ １，５７０ ３１０ 

地域食材供給

室等 
１月 ５２，３８０   

学童

体験

農園 

貸農園 １区画 
（４０m２）

／年 

２，０９０   

収益農園 １０a／年 １０，４７０   
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消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２１条関係】 
壱岐出会いの村条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）  

農林漁業体験実習館 農林漁業体験実習館  

 １ 宿泊室（１人１泊につき）  １ 宿泊室（１人１泊につき）  

区分 料金 備考 
大人 ３，６００円 １室を２人以下で利用の場合は、１人５

００円を加算する。 小学生 
児童 

２，８００円 

１ 幼児（６歳未満）は無料。ただし、寝具を利用した場合は、１，０

００円とする。 
 

区分 料金 備考 
大人 ３，６００円 １室を２人以下で利用の場合は、１人５０

０円を加算する。 小学生 
児童 

２，９００円 

１ 幼児（６歳未満）は無料。ただし、寝具を利用した場合は、１，００

０円とする。 
 

 

２ （略） ２ （略）  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）  

  コテージ   コテージ  

区分 使用料 備考 
１棟 １５，４００円 １泊 

 

区分 使用料 備考 
１棟 １５，７００円 １泊 

 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

３２ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２２条関係】 
壱岐市死亡獣畜取扱場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）  

区分 使用料 
早産（共済対象外：授精後２４０日未満） １，０２０円 
上記以外のもの ５，１４０円 

 

区分 使用料 
早産（共済対象外：授精後２４０日未満） １，０４０円 
上記以外のもの ５，２３０円 

 

 

   

 



３３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２３条関係】 
壱岐市水産共同作業施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第３条まで （略） 第１条から第３条まで （略）  

（使用料） （使用料）  

第４条 （略） 第４条 （略）  

２ 使用料は、作業場全部につき月額２，０５０円を毎月市の発

行する納入通知書によりその期日までに納入しなければならな

い。 

２ 使用料は、作業場全部につき月額２，０８０円を毎月市の発

行する納入通知書によりその期日までに納入しなければなら

ない。 

 

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



 

３４ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２４条関係】 
壱岐市営ターミナルビル条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第６条関係） 

１ 郷ノ浦港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がそ

の業務を行うための利用 

１平方メートル

につき１年 

１６，７６０円 

２ 海運業者又は旅行あっ

せん業者等がその業務を

行うための利用 

〃 １６，７６０円 

３ 売店の経営を行うため

の利用 

〃 ２８，４９０円 

４ 食堂の経営を行うため

の利用 

〃 ５，６５０円 

５ 広告等のための壁面の

利用 

〃 ４，１１０円 

６ 旅客乗降用可動橋 １式につき１年 ２，２４６，４０

０円 

７ 上記以外の目的のため

の利用 

１平方メートル

につき１年 

市長が定める額 

備考  

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 

別表（第６条関係） 

１ 郷ノ浦港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がそ

の業務を行うための利用 

１平方メートル

につき１年 

１７，０７０円 

２ 海運業者又は旅行あっ

せん業者等がその業務を

行うための利用 

〃 １７，０７０円 

３ 売店の経営を行うため

の利用 

〃 ２９，０１０円 

４ 食堂の経営を行うため

の利用 

〃 ５，７５０円 

５ 広告等のための壁面の

利用 

〃 ４，１８０円 

６ 旅客乗降用可動橋 １式につき１年 ２，２８８，００

０円 

７ 上記以外の目的のため

の利用 

１平方メートル

につき１年 

市長が定める額 

備考  

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 

 



３５ 

 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 

２ 芦辺港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がその

業務を行うための利用 

１平方メー

トルにつき

１年 

  

(1) 第１ターミナルビル   １９，８５０円 

(2) 第２ターミナルビル   １４，４００円 

２ 海運業者又は旅行あっせ

ん業者等がその業務を行う

ための利用 

〃 １９，８５０円 

３ 売店の経営を行うための

利用 

〃 ３３，７３０円 

４ 貨物又は荷物取扱業務を

行うための利用 

〃 ３３，７３０円 

５ コインロッカーのための

利用 

〃 ３３，７３０円 

６ 広告等のための壁面の利

用 

〃 ４，１１０円 

７ 旅客乗降用可動橋 １式につき

１年 

３，３５７，２５

０円 

８ 上記以外の目的のための

利用 

１平方メー

トルにつき

１年 

市長が定める額 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 

２ 芦辺港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がそ

の業務を行うための利用 

１平方メー

トルにつき

１年 

  

(1) 第１ターミナルビル   ２０，２１０円 

(2) 第２ターミナルビル   １４，６６０円 

２ 海運業者又は旅行あっ

せん業者等がその業務を

行うための利用 

〃 ２０，２１０円 

３ 売店の経営を行うため

の利用 

〃 ３４，３５０円 

４ 貨物又は荷物取扱業務

を行うための利用 

〃 ３４，３５０円 

５ コインロッカーのため

の利用 

〃 ３４，３５０円 

６ 広告等のための壁面の

利用 

〃 ４，１８０円 

７ 旅客乗降用可動橋 １式につき

１年 

３，４１９，４２

０円 

８ 上記以外の目的のため

の利用 

１平方メー

トルにつき

１年 

市長が定める額 



 

３６ 

備考 

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 

３ 印通寺港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がそ

の業務を行うための利用 

１平方メート

ルにつき１年 

１７，５８０円 

２ 海運業者又は旅行あっ

せん業者等がその業務を

行うための利用 

〃 １７，５８０円 

３ 売店の経営を行うため

の利用 

〃 ２９，８２０円 

４ 広告等のための壁面の

利用 

〃 ４，１１０円 

５ 旅客乗降用可動橋 １式につき１

年 

２，９２５，２５

０円 

６ 上記以外の目的のため

の利用 

１平方メート

ルにつき１年 

市長が定める額 

  備考 

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 

備考 

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 

３ 印通寺港ターミナルビル使用料 

利用の種別 単位 使用料 

１ 旅客船舶取扱業者がそ

の業務を行うための利用 

１平方メート

ルにつき１年 

１７，９００円 

２ 海運業者又は旅行あっ

せん業者等がその業務を

行うための利用 

〃 １７，９００円 

３ 売店の経営を行うため

の利用 

〃 ３０，３７０円 

４ 広告等のための壁面の

利用 

〃 ４，１８０円 

５ 旅客乗降用可動橋 １式につき１

年 

２，９７９，４２

０円 

６ 上記以外の目的のため

の利用 

１平方メート

ルにつき１年 

市長が定める額 

  備考 

(1) 利用期間が１年未満であるとき又は１年未満の端数が

生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定

して得た額とする。 



３７ 

 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 

(2) 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数が

生じたときは、１月とする。 

(3) １平方メートルに満たない利用面積については、１平

方メートルとして使用料を算定する。 

(4) 使用料は消費税を含む。 
 

   

 



 

３８ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２５条関係】 
壱岐市漁業集落排水処理施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第１５条まで （略） 第１条から第１５条まで （略）  

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法）  

第１６条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別

表第1に定めるところにより算出した額とする。ただし、その

額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

第１６条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別

表第1に定めるところにより算出した額とする。 

 

２～４ （略） ２～４ （略）  

第１７条から第２８条まで （略） 第１７条から第２８条まで （略）  

   

   附 則 （略） 

 

   附 則 （略） 

 

 

別表第１（第１６条関係） 

汚水種

別 

用途 基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使用水量 料金 

専用汚

水 

一般用 ５m３まで 

（１箇月） 

６３０円 １m３当たり ２３６円 

共用汚

水 

一般用 ５m３まで 

（６箇月） 

６３０円 １m３当たり ２３６円 

集会所 

神社 

１０m３まで 

（１２箇

月） 

１，５５

０円 

１m３当たり ２３６円 

備考 

１ 専用汚水（一般用）とは、一般家庭・学校・官公庁・病

院・工場・製氷・倉庫・店舗等の用に供するものをいう。 

２ 共用汚水（一般用）とは、公園・公衆トイレ・消防格納

別表第１（第１６条関係） 

汚水種

別 

用途 基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使用水量 料金 

専用汚

水 

一般用 ５m３まで 

（１箇月） 

６４０円 １m３当たり ２４０円 

共用汚

水 

一般用 ５m３まで 

（６箇月） 

６４０円 １m３当たり ２４０円 

集会所 

神社 

１０m３まで 

（１２箇

月） 

１，５７

０円 

１m３当たり ２４０円 

備考 

１ 専用汚水（一般用）とは、一般家庭・学校・官公庁・病

院・工場・製氷・倉庫・店舗等の用に供するものをいう。 

２ 共用汚水（一般用）とは、公園・公衆トイレ・消防格納

 



３９ 

 

庫・集合住宅の共同水栓等の用に供するものをいう。 

３ 共用汚水（集会所・神社）とは、集落等集会所・神社の

用に供するものをいう。 

４ 上表中の（  ）書きは、基本料金の算定となる期間及

び使用料徴収の単位を表す。 

５ 料金には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

 

 以 下 （略） 

 

庫・集合住宅の共同水栓等の用に供するものをいう。 

３ 共用汚水（集会所・神社）とは、集落等集会所・神社の

用に供するものをいう。 

４ 上表中の（  ）書きは、基本料金の算定となる期間及

び使用料徴収の単位を表す。 

５ 料金には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

 

 以 下 （略） 

    
 



 

４０ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２６条関係】 
壱岐市都市公園条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第７条関係） （略） 別表第１（第７条関係） （略）  

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係）  

１ （略） １ （略）  

２ 第３条第１項各号に掲げる行為をする場合 ２ 第３条第１項各号に掲げる行為をする場合  

種別 単位 金額 
行商、募金その他これらに類する

もの 
１人 １日につき １，０２０円 

業として行う写真撮影 １日につき １，０２０円 
業として行う映画撮影 １日につき ５，３４０円 
興行 １平方メートル 

１日につき 
２０円 

競技会、展示会、写真撮影会、集

会その他これらに類するもの 
１日につき ２，１６０円 

 

種別 単位 金額（円） 
行商、募金その他これらに類する

もの 
１人 １日につき １，０４０ 

業として行う写真撮影 １日につき １，０４０ 
業として行う映画撮影 １日につき ５，４４０ 
興行 １平方メートル 

１日につき 
２０ 

競技会、展示会、写真撮影会、集

会その他これらに類するもの 
１日につき ２，２００ 

 

 

３ 有料公園施設を利用する場合 ３ 有料公園施設を利用する場合  

有料公園

施設 
区分 単位 金額 

運 動

広場 
陸上

競技

場 

専用 一般 １時間につき ２，１６０円 
高校生以下 １時間につき １，０２０ 

個人利

用 
一般 １時間につき ６０ 
高校生以下 １時間につき ３０ 

専用・個

人 
照明 全面３０分につき ２，１６０ 

有料公園

施設 
区分 単位 金額（円） 

運動

広場 
陸上

競技

場 

専用 一般 １時間につき ２，２００ 
高校生以下 １時間につき １，０４０ 

個人利

用 
一般 １時間につき ６０ 
高校生以下 １時間につき ３０ 

専用・個

人 
照明 全面３０分につき ２，２００ 

 



４１ 

 

 野球

場 
専用 一般 １時間につき ３００ 

高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき １，２３０ 

ソフ

トボ

ール

場 

専用 一般 １時間につき ３００ 
高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき ７２０ 

ソフトボ

ール球場 
専用 一般 １時間につき ５１０ 

高校生以下 １時間につき ３００ 
照明 ３０分につき １，０２０ 

庭球場 専用 一般 １面１時間につき ２００ 
高校生以下 １面１時間につき １００ 
照明 １面３０分につき ３００ 

屋根付ゲ

ートボー

ル場 

専用 一般 １面１時間につき １００ 
高校生以下 １面１時間につき ５０ 
照明 １面１時間につき ２００ 

体 育

館 
第１

体育

室 

バレー

コート 
専用 一般 １面１時間につき ６１０ 

高 校 生

以下 
１面１時間につき ４１０ 

バドミ

ントン

コート 

専用 一般 １面１時間につき ３００ 
高 校 生

以下 
１面１時間につき ２００ 

テニス 
バスケ

ットコ

ート 

専用 一般 １面１時間につき １，８５０ 
高 校 生

以下 
１面１時間につき １，２３０ 

 第２

体育 
武道 専用 一般 １人１時間につき １００ 

高校生 １人１時間につき ５０ 

 野球

場 
専用 一般 １時間につき ３１０ 

高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき １，２５０ 

ソフ

トボ

ール

場 

専用 一般 １時間につき ３１０ 
高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき ７３０ 

ソフトボ

ール球場 
専用 一般 １時間につき ５２０ 

高校生以下 １時間につき ３１０ 
照明 ３０分につき １，０４０ 

庭球場 専用 一般 １面１時間につき ２００ 
高校生以下 １面１時間につき １００ 
照明 １面３０分につき ３１０ 

屋根付ゲ

ートボー

ル場 

専用 一般 １面１時間につき １００ 
高校生以下 １面１時間につき ５０ 
照明 １面１時間につき ２００ 

体育

館 
第１

体育

室 

バレー

コート 
専用 一般 １面１時間につき ６２０ 

高校生以

下 
１面１時間につき ４１０ 

バドミ

ントン

コート 

専用 一般 １面１時間につき ３１０ 
高校生以

下 
１面１時間につき ２００ 

テニス 
バスケ

ットコ

ート 

専用 一般 １面１時間につき １，８８０ 
高校生以

下 
１面１時間につき １，２５０ 

 第２

体育 
武道 専用 一般 １人１時間につき １００ 

 高校生以 １人１時間につき ５０ 
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 室   以下   
  卓球 専用 一般 １台１時間につき ２００ 
 高 校 生

以下 
１台１時間につき １５０ 

 会議

室 
第１会

議室 
専用   １時間につき ３００ 

 第２会

議室 
専用   １時間につき ４１０ 

 冷房利用の場合の使用料は、５割増とする。 
 

 室   下   
  卓球 専用 一般 １台１時間につき ２００ 
 高校生以

下 
１台１時間につき １５０ 

 会議

室 
第１会

議室 
専用   １時間につき ３１０ 

 第２会

議室 
専用   １時間につき ４１０ 

 冷房利用の場合の使用料は、５割増とする。 
 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



４３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２７条関係】 
壱岐市特定地区公園条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第５条関係） （略） 別表第１（第５条関係） （略）  

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係）  

有料公園施設使用料 有料公園施設使用料  

公園名 有料公園施設名 区分 単位 金額 
勝本総合

運動公園 
クラブハウス 施設一式 １月につき ６０，０００円

以内 
ゴルフ場 プレー料 １８ホール １５，０００円

以内 
青嶋公園 多目的広場 （一般） １時間につ

き 
３００円 

（高校生

以下） 
〃 １５０円 

庭球場 （一般） １面１時間

につき 
１５０円 

（高校生

以下） 
〃 ７０円 

ゲートボール場 （一般） １面１時間

につき 
１５０円 

（高校生

以下） 
〃 ７０円 

 

公園名 有料公園施設名 区分 単位 金額 
勝本総合

運動公園 
クラブハウス 施設一式 １月につき ６０，０００円

以内 
ゴルフ場 プレー料 １８ホール １５，０００円

以内 
青嶋公園 多目的広場 （一般） １時間につ

き 
３１０円 

（高校生

以下） 
〃 １５０円 

庭球場 （一般） １面１時間

につき 
１５０円 

（高校生

以下） 
〃 ７０円 

ゲートボール場 （一般） １面１時間

につき 
１５０円 

（高校生

以下） 
〃 ７０円 

 

 

第３条第１項各号に掲げる行為をする場合(青嶋公園関係) 第３条第１項各号に掲げる行為をする場合(青嶋公園関係)  

種類 単位 金額 種類 単位 金額  
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行商、募金活動その他これ

らに類するもの 
１人１回につき １，０２０円 

業として行う写真撮影 １回につき １，０２０円 
業として行う映画撮影 １回につき ５，３４０円 
興行 １平方メートル１回につき ２０円 
競技会、展示会、集会、写

真撮影会その他これらに

類するもの 

１回につき ２，１６０円 

 

行商、募金活動その他これ

らに類するもの 
１人１回につき １，０４０円 

業として行う写真撮影 １回につき １，０４０円 
業として行う映画撮影 １回につき ５，４４０円 
興行 １平方メートル１回につき ２０円 
競技会、展示会、集会、写

真撮影会その他これらに

類するもの 

１回につき ２，２００円 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



４５ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２８条関係】 
壱岐市公共下水道条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係）  

汚水種別 用途 基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使 用 水

量 

料金 

専用汚水 一般用 ５m３まで 

（１箇月） 

５１０円 １m３ 当

たり 

１６５円 

共用汚水 一般用 ５m３まで 

（６箇月） 

５１０円 １m３ 当

たり 

１６５円 

集 会 所 

神社 

１０m３まで 

（１２箇月） 

１，０２０円 １m３ 当

たり 

１６５円 

 

汚水種別 用途 基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使 用 水

量 

料金 

専用汚水 一般用 ５m３まで 

（１箇月） 

５２０円 １m３ 当

たり 

１６８円 

共用汚水 一般用 ５m３まで 

（６箇月） 

５２０円 １m３ 当

たり 

１６８円 

集 会 所 

神社 

１０m３まで 

（１２箇月） 

１，０４０円 １m３ 当

たり 

１６８円 

 

 

備考 
１ 専用汚水（一般用）とは、一般家庭・学校・官公庁・病

院・工場・製氷・倉庫・店舗等の用に供するものをいう。 
２ 共用汚水（一般用）とは、公園・公衆トイレ・消防格納

庫・集合住宅の共同水栓等の用に供するものをいう。 
３ 共用汚水（集会所・神社）とは、集落等集会所・神社の

用に供するものをいう。 
４ 上表中の（ ）書きは、基本料金の算定となる期間及び

使用料徴収の単位を表す。 
５ 料金には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

備考 
１ 専用汚水（一般用）とは、一般家庭・学校・官公庁・病

院・工場・製氷・倉庫・店舗等の用に供するものをいう。 
２ 共用汚水（一般用）とは、公園・公衆トイレ・消防格納

庫・集合住宅の共同水栓等の用に供するものをいう。 
３ 共用汚水（集会所・神社）とは、集落等集会所・神社の

用に供するものをいう。 
４ 上表中の（ ）書きは、基本料金の算定となる期間及び

使用料徴収の単位を表す。 
５ 料金には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

 

   

 



 

４６ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第２９条関係】 
壱岐市水道事業給水条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第１４条まで （略） 第１条から第１４条まで （略）  

   第３章 料金及び加入金    第３章 料金及び加入金  

 （料金の徴収等）  （料金の徴収等）  

第１５条 （略） 第１５条 （略）  

２ 料金の額は、別表第１に定める基本料金と超過料金との合計

額とする。ただし、その額に１０円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

３ （略） 

２ 料金の額は、別表第１に定める基本料金と超過料金との合計

額とする。 

 

３ （略） 

 

第１６条から第３８条まで （略） 第１６条から第３８条まで （略）  

   

   附 則 （略）    附 則 （略）  

   

別表第１（第１５条、第１８条関係） 別表第１（第１５条、第１８条関係）  

給水装

置の種

別 

用途 基本料金 超過料金 
計量月 徴収月 

使用水量 料金 使用水

量 
料金 

専用栓 一般用 5m３まで 

（１箇月） 
630円 １m３

当たり 

236円 
奇数月 毎月 

船舶給

水 
臨時給

水 

  なし １m３

当たり 

257円 
随時 随時 

プール

用 
  なし １m３

当たり 

236円 
随時 随時 

給水装

置の種

別 

用途 基本料金 超過料金 
計量月 徴収月 

使用水量 料金 使用水

量 
料金 

専用栓 一般用 5m３まで 

（１箇月） 
640円 １m３

当たり 

240円 
奇数月 毎月 

船舶給

水 
臨時給

水 

  なし １m３

当たり 

260円 
随時 随時 

プール

用 
  なし １m３

当たり 

240円 
随時 随時 

 



４７ 

 

共用栓 一般用 5m３まで 

（6箇月） 

630円 １ m３

当たり 

236円 
5月･11

月 

6月･12

月 

集会所 

神社・墓

地 

10m３まで 

（12箇

月） 

1,550

円 

１ m ３

当たり 

236円 
11月 12月 

 

共用栓 一般用 5m３まで 

（6箇月） 

640円 １ m３

当たり 

240円 
5月･11

月 

6月･12

月 

集会所 

神社・墓

地 

10m３まで 

（12箇

月） 

1,570

円 

１ m ３

当たり 

240円 
11月 12月 

 

別表第２（第１９条関係） 別表第２（第１９条関係）  

取出口径区分 加入金 
１３ミリ ４１，１４０円 
２０ミリ ８２，２８０円 
２５ミリ １８５，１４０円 
３０ミリ ２５７，１４０円 
４０ミリ ５１４，２８０円 

 

取出口径区分 加入金 
１３ミリ ４１，９００円 
２０ミリ ８３，８００円 
２５ミリ １８８，５６０円 
３０ミリ ２６１，９００円 
４０ミリ ５２３，８００円 

 

 

   

 



 

４８ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３０条関係】 
壱岐市公民館条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係）  

  公民館使用料   公民館使用料  

区分 基本使用料 超過１

時間当

たり単 

冷暖房使用料 超過１

時間当

たり単

価 

昼間 夜間 昼間 夜間 

午前 午後 
 

価 午前 午後 

集会場 1,540
円 

2,050

円 

2,050

円

510円 770円 1,020

円

1,020

円

250円

和室 920 1,230 1,230 300 610 820 820 200

研修室 610 820 820 200 300 410 410 100

視聴覚

室 
610 820 820 200 300 410 410 100

その他 610 820 820 200 300 410 410 100

調理実

習室 
610 820 820 200 300 410 410 100

 

区分 基本使用料（円） 超過１

時間当

たり単 

冷暖房使用料（円） 超過１

時間当

たり単

価

（円） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

午前 午後 
 

価（円）午前 午後 

集会場 1,570 2,090 2,090 520 780 1,040 1,040 260 

和室 940 1,250 1,250 310 620 830 830 200 

研修室 620 830 830 200 310 410 410 100 

視聴覚

室 
620 830 830 200 310 410 410 100 

その他 620 830 830 200 310 410 410 100 

調理実

習室 
620 830 830 200 310 410 410 100 

 

 

  備考 

  （１） 午前とは、９時から１２時までとする。 

午後とは、１３時から１７時までとする。 

  （２） 夜間とは、１８時から２２時までとする。 

  （３） 超過使用料は、１時間ごとに追加する（１時間未満

は、１時間とする。）。 

  （４） 祝事等の場合は、５割増しとする。 

  備考 

  （１） 午前とは、９時から１２時までとする。 

午後とは、１３時から１７時までとする。 

  （２） 夜間とは、１８時から２２時までとする。 

  （３） 超過使用料は、１時間ごとに追加する（１時間未満

は、１時間とする。）。 

  （４） 祝事等の場合は、５割増しとする。 

 

 



４９ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３１条関係】 
壱岐西部開発総合センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第９条関係） 別表（第９条関係）  

区分 基本使用料 冷暖房装

置 使用料

（ １時間

当たり） 

単位 昼間 
８時３０分～

１７時 

夜間 
１７時～２２

時 
大ホ

ール 
平日 １時間 ２，１６０円 ２，６７０円 １，５４０円 
土日祝 １時間 ３，７００ ４，２１０ １，５４０ 

小会

議室 
一般 １回 ３，１８０ ４，２１０ ５１０ 
結婚披

露宴等 
１回 ５，３４０ ７，４００ ５１０ 

婦人研修室

（和室） 
１回 ５１０ １，０２０ ３００ 

調理実習室 １回 １，０２０ １，５４０ ３００ 
その他研修

室等 
１回 ３００ ４１０ ２００ 

 

区分 基本使用料（円） 冷暖房装

置 使用料

（ 円／１

時間） 

単位 昼間 
８時３０分～

１７時 

夜間 
１７時～２２

時 
大ホ

ール 
平日 １時間 ２，２００ ２，７２０ １，５７０ 
土日祝 １時間 ３，７７０ ４，２９０ １，５７０ 

小会

議室 
一般 １回 ３，２４０ ４，２９０ ５２０ 
結婚披

露宴等 
１回 ５，４４０ ７，５４０ ５２０ 

婦人研修室

（和室） 
１回 ５２０ １，０４０ ３１０ 

調理実習室 １回 １，０４０ １，５７０ ３１０ 
その他研修

室等 
１回 ３１０ ４１０ ２００ 

 

 

備考 

（１） 附属設備の使用料の額は、規則で定める。 

（２） 準備練習等で、舞台面のみを使用する場合は、上表

の３割相当額とする。 

（３） 大ホール以外の施設を昼間、夜間継続して使用する

場合は、夜間料金とする。ただし、昼間時間、夜間時間

がおのおの４時間を超える場合は、それぞれの料金を合

備考 

（１） 附属設備の使用料の額は、規則で定める。 

（２） 準備練習等で、舞台面のみを使用する場合は、上表

の３割相当額とする。 

（３） 大ホール以外の施設を昼間、夜間継続して使用する

場合は、夜間料金とする。ただし、昼間時間、夜間時間

がおのおの４時間を超える場合は、それぞれの料金を合

 



 

５０ 

わせた額とする。 

（４） 営利等を目的として使用する場合は、正規の使用料

の６０割以内とする。 

わせた額とする。 

（４） 営利等を目的として使用する場合は、正規の使用料

の６０割以内とする。 

   

 



５１ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３２条関係】 
壱岐島開発総合センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第９条関係） 別表（第９条関係）  

区分 時間区分 冷暖房 
３時間まで 超過１時間当たり １時間当たり 

大集会室 ３，１８０円 １，０２０円 ２，１６０円 
小会議室（１室

当たり） 
１，０２０ ２００ ３００ 

備考 大会議室 
・３時間まで２００人を超える場合は、超過５０人までご

とに １，０２０円 
・２００人を超える場合は、５０人までごとに１時間当た

り １，０２０円 
１ 器具使用については実費を徴収する。 
２ 営利を目的として使用する場合の使用料は１０割以

上加算するものとする。 
 

区分 時間区分 冷暖房 
３時間まで 超過１時間当たり １時間当たり 

大集会室 ３，２４０円 １，０４０円 ２，２００円 
小会議室（１室

当たり） 
１，０４０円 ２００円 ３１０円 

備考 大会議室 
・３時間まで２００人を超える場合は、超過５０人までご

とに １，０４０円 
・２００人を超える場合は、５０人までごとに１時間当た

り １，０４０円 
１ 器具使用については実費を徴収する。 
２ 営利を目的として使用する場合の使用料は１０割以

上加算するものとする。 
 

 

   

 



 

５２ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３３条関係】 
壱岐市体育施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）  

体育施設 区分 使用料 
渡良・沼津テ

ニスコート 
初山庭球場 

利用者 無料 

天ケ原グラウ

ンド 
利用者 全点灯のとき、１時間以内３，７００

円、１時間増すごとに３，７００円を

追加 
軟式野球及びソフトボール両面のと

き、１時間以内３，０８０円、１時間

増すごとに３，０８０円を追加 
ソフトボール１面のとき、１時間以内

２，５７０円、１時間増すごとに２，

５７０円を追加 
旧鯨伏中学校

グラウンド夜

間照明施設 

利用者 ３０分以内１，０２０円 
３０分増すごとに１，０２０円を追加 

勝本テニスコ

ート 
利用者 コート１面１時間につき５１０円 

芦辺小学校グ

ラウンド夜間

照明施設 

利用者 ３０分以内７２０円 
３０分増すごとに７２０円を追加 

石田小中グラ 利用者 ３０分以内８００円 

体育施設 区分 使用料 
渡良・沼津テ

ニスコート 
初山庭球場 

利用者 無料 

天ケ原グラウ

ンド 
利用者 全点灯のとき、１時間以内３，７７０

円、１時間増すごとに３，７７０円を

追加 
軟式野球及びソフトボール両面のと

き、１時間以内３，１４０円、１時間

増すごとに３，１４０円を追加 
ソフトボール１面のとき、１時間以内

２，６１０円、１時間増すごとに２，

６１０円を追加 
旧鯨伏中学校

グラウンド夜

間照明施設 

利用者 ３０分以内１，０４０円 
３０分増すごとに１，０４０円を追加 

勝本テニスコ

ート 
利用者 コート１面１時間につき５２０円 

芦辺小学校グ

ラウンド夜間

照明施設 

利用者 ３０分以内７３０円 
３０分増すごとに７３０円を追加 

石田小中グラ 利用者 ３０分以内８１０円 

 



５３ 

 

ウンド夜間照

明施設 
 ３０分増すごとに８００円を追加 

筒城グラウン

ド夜間照明施

設 

利用者 ３０分以内８００円 
３０分増すごとに８００円を追加 

学校開放施設 利用者 体育館  １回  ５１０円 
旧中学校体育

館 
利用者 １回  ５１０円 

 

ウンド夜間照

明施設 
 ３０分増すごとに８１０円を追加 

筒城グラウン

ド夜間照明施

設 

利用者 ３０分以内８１０円 
３０分増すごとに８１０円を追加 

学校開放施設 利用者 体育館  １回  ５２０円 
旧中学校体育

館 
利用者 １回  ５２０円 

 

   

体育施設 区分 使用料 
単位 金額（円） 

石

田

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー 

体

育

室 

バレーコート 
バスケットコー

ト等 

一般 １面 １時間につき ８２０ 
高校生

以下 
１面 １時間につき ５１０ 

バトミントンコ

ート 
ソフトバレーコ

ート等 

一般 １面 １時間につき ３００ 
高校生

以下 
１面 １時間につき ２００ 

全面（センター

コート含む） 
一般 全面 １時間につき １，６４０ 
高校生

以下 
全面 １時間につき １，０２０ 

多目的ルー

ム 
卓球 一般 １台 １時間につき ２００ 

高校生

以下 
１台 １時間につき １５０ 

その

他 
一般 １室 １時間につき ４１０ 
高校生

以下 
１室 １時間につき ２５０ 

トレーニングルー 一般 １人 １時間につき ２００ 

体育施設 区分 使用料 
単位 金額（円） 

石

田

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー 

体

育

室 

バレーコート 
バスケットコー

ト等 

一般 １面 １時間につき ８３０ 
高校生

以下 
１面 １時間につき ５２０ 

バトミントンコ

ート 
ソフトバレーコ

ート等 

一般 １面 １時間につき ３１０ 
高校生

以下 
１面 １時間につき ２００ 

全面（センター

コート含む） 
一般 全面 １時間につき １，６７０ 
高校生

以下 
全面 １時間につき １，０４０ 

多目的ルー

ム 
卓球 一般 １台 １時間につき ２００ 

高校生

以下 
１台 １時間につき １５０ 

その

他 
一般 １室 １時間につき ４１０ 
高校生

以下 
１室 １時間につき ２６０ 

トレーニングルー 一般 １人 １時間につき ２００ 

 



 

５４ 

ム 高校生 １人 １時間につき １００ 
武道場 一般 全面 １時間につき ８２０ 
武道場 
シャワー 

一般 
高校生

以下 

半面 １時間につき ４１０ 
全面 １時間につき ５１０ 

高校生

以下 
利用者 

半面 １時間につき ２５０ 
１台 １回 １００ 

シャワー 利用者 １台 １回 １００ 
備考 
１ 一般と高校生以下が共同利用する場合は、一般の使用料

を徴収する。 
２ １時間未満の使用は１時間として計算する。 
３ 多目的ルームにおける冷暖房使用は、１時間１００円を

加算する。 
４ 営利を目的とする者で入場料を徴するときは、使用料の

ほか最高入場料の５０倍に当たる額を徴収する。 
 

ム 高校生 １人 １時間につき １００ 
武道場 一般 全面 １時間につき ８３０ 
武道場 
シャワー 

一般 
高校生

以下 

半面 １時間につき ４１０ 
全面 １時間につき ５２０ 

高校生

以下 
利用者 

半面 １時間につき ２６０ 
１台 １回 １００ 

シャワー 利用者 １台 １回 １００ 
備考 
１ 一般と高校生以下が共同利用する場合は、一般の使用料

を徴収する。 
２ １時間未満の使用は１時間として計算する。 
３ 多目的ルームにおける冷暖房使用は、１時間１００円を

加算する。 
４ 営利を目的とする者で入場料を徴するときは、使用料の

ほか最高入場料の５０倍に当たる額を徴収する。 
 

   

 



５５ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３４条関係】 
壱岐市ふれあい広場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係）  

種別 単位 金額 
イベントその他これら

に類するもの 
１回につき ２０，５７０円 

業として行う写真撮影 １日につき １，０２０ 
業として行う映画撮影 １日につき ５，３４０ 
興行 １回につき ５１，４２０ 
競技会、展示会、写真

撮影会、集会その他こ

れらに類するもの 

１日につき ２，１６０ 

 

種別 単位 金額（円） 
イベントその他これら

に類するもの 
１回につき ２０，９５０ 

業として行う写真撮影 １日につき １，０４０ 
業として行う映画撮影 １日につき ５，４４０ 
興行 １回につき ５２，３８０ 
競技会、展示会、写真

撮影会、集会その他こ

れらに類するもの 

１日につき ２，２００ 

 

 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係）  

施設 区分 単位 金額 
野球場 専用 一般 １時間につき ３００円 

高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき １，３３０ 

ソフト

ボール

場 

専用 一般 １時間につき ３００ 
高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき ８２０ 

テニス

コート 
専用 一般 １面１時間につき ２００ 

高校生以下 １面１時間につき １００ 

照明 １面３０分につき ２５０ 

多目的 専用 一般 １時間につき １，２３０ 

広場 高校生以下 １時間につき ６１０ 

施設 区分 単位 金額（円） 
野球場 専用 一般 １時間につき ３１０ 

高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき １，３６０ 

ソフト

ボール

場 

専用 一般 １時間につき ３１０ 
高校生以下 １時間につき １５０ 
照明 ３０分につき ８３０ 

テニス

コート 
専用 一般 １面１時間につき ２００ 

高校生以下 １面１時間につき １００ 

照明 １面３０分につき ２６０ 

多目的 専用 一般 １時間につき １，２５０ 

広場 高校生以下 １時間につき ６２０ 

 



 

５６ 

（全

面） 
専用個人 照明 全面３０分につき ２，２６０ 

多目的

広場

（半

面） 

専用 一般 １時間につき ６１０ 

高校生以下 １時間につき ３００ 

専用個人 照明 ３０分につき ８２０ 

多目的

広場

（１／

４面） 

専用 一般 １時間につき ３００ 

高校生以下 １時間につき １５０ 

専用個人 照明 使用箇所による。   

多目的

広場 
個人使用 一般 原則として無料   

高校生以下 原則として無料   

相撲場 専用 一般 １時間につき ２００ 

高校生以下 １時間につき １００ 
 

（全

面） 
専用個人 照明 全面３０分につき ２，３００ 

多目的

広場

（半

面） 

専用 一般 １時間につき ６２０ 

高校生以下 １時間につき ３１０ 

専用個人 照明 ３０分につき ８８３０ 

多目的

広場

（１／

４面） 

専用 一般 １時間につき ３１０ 

高校生以下 １時間につき １５０ 

専用個人 照明 使用箇所による。   

多目的

広場 
個人使用 一般 原則として無料   

高校生以下 原則として無料   

相撲場 専用 一般 １時間につき ２００ 

高校生以下 １時間につき １００ 
 

 １ 専用とは、競技会、試合又は練習を問わず、ふれあい広場の

施設を独占して使用することをいう。 

２ 個人使用とは、３人以下の軽スポーツ（ジョギング・キャッ

チボール等）の使用で、専用以外をいう。 

３ 個人使用と専用使用の場合、専用使用を優先する。 

４ 一般と高校生が共同使用する場合は、一般の使用料を徴収

する。 

５ 営利を目的とするときは、使用料のほか、最高入場料の５０

倍に当たる額を徴収する。 

６ 本表以外の夜間照明使用料については、照明施設の使用数

により徴収する。 

 

 １ 専用とは、競技会、試合又は練習を問わず、ふれあい広場の

施設を独占して使用することをいう。 

２ 個人使用とは、３人以下の軽スポーツ（ジョギング・キャッ

チボール等）の使用で、専用以外をいう。 

３ 個人使用と専用使用の場合、専用使用を優先する。 

４ 一般と高校生が共同使用する場合は、一般の使用料を徴収

する。 

５ 営利を目的とするときは、使用料のほか、最高入場料の５０

倍に当たる額を徴収する。 

６ 本表以外の夜間照明使用料については、照明施設の使用数

により徴収する。 

 

 

 以 下 （略）  以 下 （略）  

 



５７ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３５条関係】 
壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第８条関係） 
施設 区分 使用料 

９時～２２時 
体育館 全面 円 

５１０ 

トレーニ

ングルー

ム 

１人当たり ５０ 

施設 区分 ９時～１

２時 

１３時～

１７時 

１７時～

１９時３

０分 

１９時３

０分～２

２時 

プール 一般（１人

当たり） 
１００ １００ １００ １００ 

中学生以下

（１人当た

り） 

５０ ５０ ５０ ５０ 

 

別表（第８条関係） 
施設 区分 使用料（円） 

９時～２２時 

体育館 全面 ５２０ 

 

トレーニ

ングルー

ム 

１人当たり ５０ 

施設 区分 ９時～１

２時 

１３時～

１７時 

１７時～

１９時３

０分 

１９時３

０分～２

２時 

プール 一般（１人

当たり） 

１００ １００ １００ １００ 

中学生以下

（１人当た

り） 

５０ ５０ ５０ ５０ 

 

 

   

 



 

５８ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３６条関係】 
壱岐文化ホール条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第３条まで （略） 第１条から第３条まで （略）  

 （職員）  （職員）  

第４条 壱岐文化ホール（以下「文化ホール」という。）に館長

その他必要な職員（以下「係員」という。）を置く。 

第４条 文化ホールに館長その他必要な職員（以下「係員」とい

う。）を置く。 

 

第５条及び第６条 （略） 第５条及び第６条 （略）  

 （使用料） 

第７条 文化ホールの使用許可を受けようとする者は、別表に定

める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただ

し、冷暖房及び付属設備に係る使用料は、実績に基づき精算す

ることができる。 

 （使用料） 

第７条 文化ホールの使用許可を受けようとする者は、別表に定

める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただ

し、冷暖房及び附属設備に係る使用料は、実績に基づき精算す

ることができる。 

 

２ 付属設備等に係る使用料は、規則で定める。 ２ 附属設備等に係る使用料は、規則で定める。  

第８条から第１４条まで （略） 第８条から第１４条まで （略）  

 （特別の設備の制限） 

第１５条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使

用許可の申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を受けな

ければならない。 

 （特別の設備の制限） 

第１５条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使

用許可の申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を受けな

ければならない。 

 

 (1) （略）  (1) （略）  

 (2) 備え付け以外の器具を使用するとき。  (2) 備付け以外の器具を使用するとき。  

２ （略） ２ （略）  

 （使用者の管理使用義務）  （使用者の管理使用義務）  

第１６条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、使

用する建物及び付帯設備等を注意をもって管理し、使用すると

ともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。 

第１６条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、使

用する建物及び付帯設備等を注意をもって管理し、使用すると

ともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。 

 

第１７条から第１９条まで （略） 第１７条から第１９条まで （略）  

   



５９ 

 

   附 則 （略）    附 則 （略）  

   

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）  

区

分 

時間区分 

 

 

 

名称及び区分 

午前９

時～１

２時 

午後１

３時～

１７時 

夜間１

８時～

２２時 

冷暖房料 

（１時間

当たり） 

備考 

基

本

使

用

料 

大

ホ

ー

ル

棟 

大ホー

ル（基

本セッ

ト付） 

平日 円 

10,280 

円 

15,420 

円 

20,570 

円 

6,170 

舞台練

習のた

めステ

ージの

みを使

用する

とき

（同日

に催し

物を行

う場合

を除

く。）

は、使

用時間

帯の使

用料の

５割と

する。 

土・日・休

日 

12,340 17,480 23,650 6,170 

リハーサル室 1,330 1,640 1,950 510 

楽屋事務室 1,130 1,640 1,850 200 

楽屋１Ａ 510 610 720 200 

楽屋１Ｂ 510 610 720 200 

楽屋２Ａ 510 610 720 200 

楽屋２Ｂ 510 610 720 200 

会議室 1,020 1,230 1,440 410 

ロビー・ホワイ

エ 

1,020 1,230 1,440 1,020 

中

ホ

ー

ル

棟 

中ホー

ル（基

本セッ

ト付） 

平日 5,140 6,170 7,200 4,110 

土・日・休

日 

6,170 7,200 8,220 4,110 

結婚披露

宴等 

12,340 15,420 18,510 4,110 

楽屋３（洋室） 510 610 720 200 

楽屋５（洋室） 510 610 720 200 

区

分 

時間区分 

 

 

 

名称及び区分 

午前 午後 夜間 冷暖房料 

（円／１

時間） 

備考 

９時～

１２時 

 

（円） 

１３時

～１７

時 

（円） 

１８時

～２２

時 

（円） 

基

本

使

用

料 

大

ホ

ー

ル

棟 

大ホー

ル（基

本セッ

ト付） 

平日 10,470 15,710 20,950 6,280 舞台練

習のた

めステ

ージの

みを使

用する

とき

（同日

に催し

物を行

う場合

を除

く。）

は、使

用時間

帯の使

用料の

５割と

する。 

 

土・日・休

日 

12,570 17,800 24,090 6,280 

リハーサル室 1,360 1,670 1,990 520 

楽屋事務室 1,150 1,670 1,880 200 

楽屋１Ａ 520 620 730 200 

楽屋１Ｂ 520 620 730 200 

楽屋２Ａ 520 620 730 200 

楽屋２Ｂ 520 620 730 200 

会議室 1,040 1,250 1,460 410 

ロビー・ホワイ

エ 

1,040 1,250 1,460 1,040 

中

ホ

ー

ル

棟 

中ホー

ル（基

本セッ

ト付） 

平日 5,230 6,280 7,330 4,190 

土・日・休

日 

6,280 7,330 8,380 4,190 

結婚披露

宴等 

12,570 15,710 18,850 4,190 

楽屋３（洋室） 520 620 730 200 

楽屋５（洋室） 520 620 730 200 

 



 

６０ 

 １０１会議室 510 610 720 200 

１０２Ａ会議室 510 610 720 200 

  １０２Ｂ会議室 510 610 720 200 

 １０３会議室 510 610 720 200 

 １０５会議室 510 610 720 200 

 １０６Ａ会議室 1,230 1,440 1,640 410 

１０６Ｂ会議室 510 610 720 200 

２０１Ａ会議室 510 610 720 200 

 ２０１Ｂ会議室 510 610 720 200 

２０２会議室 510 610 720 200 

大会議室 1,230 1,440 1,640 410 

和室 1,020 1,230 1,440 410 

調理実習室 1,020 1,230 1,440 410 

陶芸室 1,020 1,230 1,440 410 

屋

外 

屋外広場 料金を徴収する場合には、１時

間当たり２，０５０円 

 

割

増

使

用

料 

１ 使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収

して使用する場合は、次に定める割合で算定した

額を加算した額。この場合、入場料の額が２種類

以上定められている場合は、その最高額を基準と

して算定する。 

 （１） ５００円以上１，０００円未満 ５割 

 （２） １，０００円以上２，０００円未満 ８

割 

 （３） ２，０００円以上 １０割 

２ 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等

営利を目的として使用する場合の使用料は、基本

使用料の１０割を加算した額 

 １０１会議室 520 620 730 200  

 

 

 

１０２Ａ会議室 520 620 730 200 

  １０２Ｂ会議室 520 620 730 200 

１０３会議室 520 620 730 200 

１０５会議室 520 620 730 200 

１０６Ａ会議室 1,250 1,460 1,670 410 

１０６Ｂ会議室 520 620 730 200 

２０１Ａ会議室 520 620 730 200 

２０１Ｂ会議室 520 620 730 200 

２０２会議室 520 620 730 200 

大会議室 1,250 1,460 1,670 410 

和室 1,040 1,250 1,460 410 

調理実習室 1,040 1,250 1,460 410 

陶芸室 1,040 1,250 1,460 410 

屋

外 

屋外広場 料金を徴収する場合には、１時

間当たり２，０９０円 

 

割

増

使

用

料 

１ 使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収

して使用する場合は、次に定める割合で算定した

額を加算した額。この場合、入場料の額が２種類

以上定められている場合は、その最高額を基準と

して算定する。 

 （１） ５００円以上１，０００円未満 ５割 

 （２） １，０００円以上２，０００円未満 ８

割 

 （３） ２，０００円以上 １０割 

２ 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等

営利を目的として使用する場合の使用料は、基本

使用料の１０割を加算した額 



６１ 

 

 ３ 使用時間を超過し、又は 繰り上げて 使用する

場合は、１時間につき当該使用区分に係る基本使

用料の３割に相当する額 

 

 

 ３ 使用時間を超過し、又は繰上げて使用する場合

は、１時間につき当該使用区分に係る基本使用料

の３割に相当する額 

 

 

 備考  備考  

  １ 基本使用料の土・日・休日とは、土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）で定

める休日をいう。 

  １ 基本使用料の土・日・休日とは、土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）で定

める休日をいう。 

 

  ２ 付属設備等使用料は、規則で定める。   ２ 附属設備等使用料は、規則で定める。  

  ３ 表中の金額は、消費税を含む。   ３ 表中の金額は、消費税を含む。  

   

 



 

６２ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３７条関係】 
壱岐市文化財展示施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第８条まで （略） 第１条から第８条まで （略）  

 （使用料） 
第９条 施設の使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次に定める使用料を前納しなければならない。 

 （使用料） 
第９条 施設の使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次に定める使用料を前納しなければならない。 

 

施設 金額 備考 
小金丸記念館

２階 
１日につき

１，０００円 
入館料、受講料等を徴収する場

合の使用料は、本表に掲げる額

の１割増しとする。 
 

施設 金額 備考 
小金丸記念館

２階 
１日につき

１，０１０円 
入館料、受講料等を徴収する場

合の使用料は、本表に掲げる額

の１割増しとする。 
 

 

２ （略） ２ （略）  

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



６３ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３８条関係】 
原の辻一支国王都復元公園条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第５条関係） 
施設名 単位 基本使用料 冷暖房装置使用料 

体験交流室 １時間 ５００円 １００円 
地域振興室 １月 ５０，０００円 基本使用料に含む。 

 

別表（第５条関係） 
施設名 単位 基本使用料 冷暖房装置使用料 

体験交流室 １時間 ５００円 １００円 
地域振興室 １月 ５０，９２０円 基本使用料に含む。 

 

 

   

 



 

６４ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第３９条関係】 
壱岐市石田ふれあいの森広場条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）  

施設名 単位 使用料 
グラウンド夜間照明施設 ３０分 ８００円 

 

施設名 単位 使用料 
グラウンド夜間照明施設 ３０分 ８１０円 

 

 

   

 



６５ 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第４０条関係】 
壱岐市全天候型多目的施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第８条関係） 別表（第８条関係）  

単位 金額 備考 
照明施設を利用しな

い場合 イベントそ

の他これらに類する

もの１回につき 

６，１７０円 照明施設を利用する場合

は、ゲートボール用コート

１コート１時間当たり２０

０円を別に徴収する。 
営利を目的として利

用する場合 １時間

当たり 

４，１１０円 照明施設を利用する場合

は、１時間当たり８２０円

を別に徴収する。 
 

単位 金額 備考 
照明施設を利用しな

い場合 イベントそ

の他これらに類する

もの１回につき 

６，２８０円 照明施設を利用する場合

は、ゲートボール用コート

１コート１時間当たり２０

０円を別に徴収する。 
営利を目的として利

用する場合 １時間

当たり 

４，１９０円 照明施設を利用する場合

は、１時間当たり８３０円

を別に徴収する。 
 

 

   

 



 

６６ 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第４１条関係】 
壱岐市石田農村環境改善センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）  

（単位：円） （単位：円）  

区

分 
基本使用料 冷暖房使用料 追加使用料 祝事等 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 

大

集

会

室 

3,180 3,180 4,320 3,180 3,180 4,320 1,020 1,230 5,340 5,340 6,480 

和

室 

1,440 1,440 1,850 1,230 1,230 1,230 410 610 1,640 1,640 2,160 

工

作

室 

720 720 920 610 610 610 200 300 720 720 920 

視

聴

覚

室 

720 720 920 610 610 610 200 300 720 720 920 

会

議

室 

1,440 1,440 1,850 1,230 1,230 1,230 410 610 1,640 1,640 2,160 

調

理

実 

720 720 920 610 610 610 200 300 1,540 1,540 1,540 

区

分 
基本使用料 冷暖房使用料 追加使用料 祝事等 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 

大

集

会

室 

3,240 3,240 4,400 

 

3,240 3,240 4,400 1,040 1,250 5,440 5,440 6,600 

和

室 

1,460 1,460 1,880 1,250 1,250 1,250 410 620 1,670 1,670 1,670 

工

作

室 

730 730 940 620 620 620 200 310 730 730 940 

視

聴

覚

室 

730 730 940 620 620 620 200 310 730 730 940 

会

議

室 

1,460 1,460 1,880 1,250 1,250 1,250 410 620 1,670 1,670 2,200 

調

理

実 

730 730 940 620 620 620 200 310 1,570 1,570 1,570 

 



６７ 

 

習

室 

           

結

婚

式

場 

 300 300 300  510 510 510 

(1) 午前とは、９時から１２時までとする。 

午後とは、１３時から１７時までとする。 

(2) 夜間とは、１７時から２２時までとする。 

(3) 追加使用料とは、超過１時間ごとに追加する額とする（１時

間未満は１時間とする。）。 

(4) 舞台照明使用の場合、基本使用料の２割増とする。 

習

室 

           

結

婚

式

場 

 310 310 310  520 520 520 

 (1) 午前とは、９時から１２時までとする。 

午後とは、１３時から１７時までとする。 

(2) 夜間とは、１７時から２２時までとする。 

(3) 追加使用料とは、超過１時間ごとに追加する額とする（１時

間未満は１時間とする。）。 

(4) 舞台照明使用の場合、基本使用料の２割増とする。 
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消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例【第１条関係】 
壱岐市消防関係手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

   

別表第１（第２条関係） 

手数料

を納付

すべき

者 

区分 単位 金額 

（略） （中略） （中略） （中略） 
② 消

防法第

１１条

第１項

前段の

規定に

よる設

置の許

可を受

けよう

とする

者 

（中略） （中略） （中略） （中略） 
浮き屋

根式特

定屋外

タンク

貯蔵所

及び浮

き蓋付

特定屋

外タン

ク貯蔵

所 

（中略） （中略） （中略） 
危険物の貯蔵最大

数量が１０，００

０キロリットル以

上５０，０００キ

ロリットル未満の

もの 

１件 １，５８０，０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５０，００

０キロリットル以

上１００，０００

キロリットル未満

のもの 

１件 １，９４０，０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が１００，０

００キロリットル 

１件 ２，２６０，０００円 

別表第１（第２条関係） 

手数料

を納付

すべき

者 

区分 単位 金額 

（略） （中略） （中略） （中略） 
② 消

防法第

１１条

第１項

前段の

規定に

よる設

置の許

可を受

けよう

とする

者 

（中略） （中略） （中略） （中略） 
浮き屋

根式特

定屋外

タンク

貯蔵所

及び浮

き蓋付

特定屋

外タン

ク貯蔵

所 

（中略） （中略） （中略） 
危険物の貯蔵最大

数量が１０，００

０キロリットル以

上５０，０００キ

ロリットル未満の

もの 

１件 １，５９０，０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５０，００

０キロリットル以

上１００，０００

キロリットル未満

のもの 

１件 １，９５０，０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が１００，０

００キロリットル 

１件 ２，２７０，０００円 
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  以上２００，００

０キロリットル未

満のもの 

  

（以下

略） 
（以下

略） 
（以下略） （以下

略） 
（以下略） 

 

  以上２００，００

０キロリットル未

満のもの 

  

（以下

略） 
（以下

略） 
（以下略） （以下

略） 
（以下略） 

 

 

 以 下 （略） 

 

 以 下 （略） 
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壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第５条まで （略） 第１条から第５条まで （略）  

 （保育所等との連携）  （保育所等との連携）  

第６条 （略） 第６条 （略）  

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

の規定を適用しないことができる。 

 (1)・(2) （略） 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

の規定を適用しないこととすることができる。 

 (1)・(2) （略） 

 

３ （略） ３ （略）  

 ４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事

項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、

同号の規定を適用しないこととすることができる。 

 

 ５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第

１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０

人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行うものとして適

切に確保しなければならない。 

 

  (1) 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による

助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項

に規定する業務を目的とするものに限る。） 

 

  (2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業

務を目的とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に

規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要

する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 
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第７条から第１５条まで （略） 第７条から第１５条まで （略）  

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例）  

第１６条 （略） 第１６条 （略）  

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする ２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする  

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

 (4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託して

いる事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣

旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行

できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の

段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アト

ピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の

内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市

長が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２２条に規定

する家庭的保育事業を行う場所（第２３条第２項に規定する

家庭的保育者の居宅に限る。附則第２条第２項において同じ。

）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

第１７条から第４４条まで （略） 

 (4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託して

いる事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣

旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行

できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の

段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アト

ピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食

事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者とし

て市長が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２２条に

規定する家庭的保育事業を行う場所（第２３条第２項に規定

する家庭的保育者の居宅に限る。）において家庭的保育事業を

行う場合に限る。） 

第１７条から第４４条まで （略） 

 

 （連携施設に関する特例） 

第４５条 （略） 

 （連携施設に関する特例） 

第４５条 （略） 

 

 ２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第

１２項第２号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と

認めるもの（附則第３条において「特例保育所型事業所内保育

事業者」という。）については、第６条第１項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

 

第４６条から第４８条まで （略） 第４６条から第４８条まで （略）  

   

   附 則    附 則  

第１条 （略） 第１条 （略）  
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 （食事の提供の経過措置） 

第２条 （略） 

 （食事の提供の経過措置） 

第２条 （略） 

 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２

２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施される

ものに限る。）の認可を得た施設等については、この条例の施行

の日から起算して１０年を経過する日までの間は、第１５条、第

２２条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第１

項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないこと

ができる。この場合において、当該施設等は、第３条第１項に規

定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育

事業所等内で調理する方法（第１０条の規定により、当該家庭的

保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉

施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うた

めに必要な体制を確保するよう努めなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日以後 に家庭的保育事業の認

可を得た施設等については、この条例の施行の日から起算して

１０年を経過する日までの間は、第１５条、第２２条第４号（調

理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第１項本文（調理員に

係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場

合において、当該施設等は、第３条第１項に規定する利用乳幼児

への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理

する方法（第１０条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調

理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設

において調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を

確保するよう努めなければならない。 

 

 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難で

あって、子ども・子育て支援法第５９条第４号に規定する事業

による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第６条第１項本文の規定にかかわらず、施行

日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の確保を

しないことができる。 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第５９条第４号に規定する事業による支援そ

の他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合

は、第６条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から起算し

て１０年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないこと

ができる。 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  
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壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第９条まで （略） 第１条から第９条まで （略）  

 （職員）  （職員）  

第１０条 （略） 第１０条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であ

って、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければなら

ない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であ

って、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了

したものでなければならない。 

 

 (1)～(10) （略）  (1)～(10) （略）  

４・５ （略） ４・５ （略）  

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  
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壱岐市火災予防条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第１５条まで （略） 第１条から第１５条まで （略）  

 （避雷設備）  （避雷設備）  

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工

業規格に適合するものとしなければならない 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産

業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条

第１項の日本産業規格をいう。）に適合するものとしなければ

ならない 

 

２ （略） ２ （略）  

第１７条から第２９条の４まで （略） 第１７条から第２９条の４まで （略）  

 （設置の免除）  （設置の免除）  

第２９条の５ 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げると

きは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分につい

て住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章にお

いて「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことがで

きる。 

第２９条の５ 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げると

きは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分につい

て住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章にお

いて「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことがで

きる。 

 

(1) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の

部分にスプリンクラー設備（標示温度が７５度以下で作動時

間が６０秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えている

ものに限る。）を令第１２条に定める技術上の基準に従い、

又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

(1) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の

部分にスプリンクラー設備（標示温度が７５度以下で種別が

１種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限

る。）を令第１２条に定める技術上の基準に従い、又は当該

技術上の基準の例により設置したとき。 

 

 (2)～(5) （略）  (2)～(5) （略）  

  (6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の

部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設

における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す
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る設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第

３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当

該技術上の基準の例により設置したとき。 

 (6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の

部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設

における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等に関する省令（平成２２年総務省令第７号）第３条

第２項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準

の例により設置したとき 

 (7) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の

部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設

における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等に関する省令（平成２２年総務省令第７号）第３条

第２項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準

の例により設置したとき。 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



資料２

１．各会計予算額一覧 １

２．３月３１日専決補正予算の概要 ２～５

３．繰越明許費 ６～７

４．基金の状況（見込み） ８

平成３０年度３月３１日専決補正予算概要

壱　岐　市





○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 3/31専決補正予算額 補正後予算額

28,395,000 △ 242,000 28,153,000 

4,220,150 4,220,150 

99,491 99,491 

4,319,641 4,319,641 

334,399 334,399 

3,533,003 3,533,003 

39,708 39,708 

3,572,711 3,572,711 

381,652 △ 7,160 374,492 

125,761 125,761 

140,933 140,933 

8,875,097 △ 7,160 8,867,937 

37,270,097 △ 249,160 37,020,937 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 3/31専決補正予算額 補正後予算額

収益的収入 924,711 924,711 

収益的支出 889,509 889,509 

資本的収入 118,059 118,059 

資本的支出 282,281 282,281 

三島航路事業特別会計

農業機械銀行特別会計

合　　　　計

一般会計、特別会計の合計

水道事業会計

会　計　名

平成３０年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

事業勘定

診療施設勘定

計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険
事業特別
会    計

1



5農林水産
業費

1農業費 4畜産業費 家畜導入事業 24,150 △ 3,770 20,380

地域肉用牛振興対策事業 15,634 △ 460 15,174

地域肉用牛緊急増頭対策事業 23,200 △ 4,160 19,040

地域肉用牛活性化プロジェクト
推進事業

18,800 △ 6,350 12,450

3水産業費 2水産業振興費 栽培漁業振興基金積立金 42,569 10,816 53,385

沿岸漁業振興基金積立金 22,774 △ 5,731 17,043

5漁業集落環境
整備費

下水道事業特別会計繰出金（漁
業集落）

109,549 △ 560 108,989

平成30年度3月31日専決補正予算の概要
■一般会計

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計

2 　　                           



予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

△ 2,320 △ 2,100 650 家畜導入事業に係る全体事業費の精査による
減額。

農林
課

24～
25

△ 1,900 1,440 地域肉用牛振興対策事業に係る全体事業費の
精査による減額。

農林
課

24～
25

△ 3,700 △ 460 地域肉用牛緊急増頭対策事業に係る全体事業
費の精査による減額。

農林
課

24～
25

△ 6,800 450 地域肉用牛活性化プロジェクト推進事業に係
る全体事業費の精査による減額。

農林
課

24～
25

10,816 0 アワビ等出荷数の増加に伴う基金積立額の増
額。

水産
課

24～
25

△ 5,731 0 権限委譲交付金の減額に伴う基金積立額の減
額。

水産
課

24～
25

△ 500 △ 60 漁業集落排水整備事業に係る全体事業費の精
査による減額。

上下
水道
課

24～
25

（単位：千円）

補正額の財源内訳
事業内容等 所属特 定 財 源

一般財源

過疎債

（過疎地

域自立促

進事業）

アワビ
種苗売
払収入

市町村権

限委譲等

交付金

過疎債

（過疎地

域自立促

進事業）

過疎債

（過疎地

域自立促

進事業）

過疎債

（過疎地

域自立促

進事業）

家畜導入

事業補助

金

辺地債

3 　　                           



平成30年度3月31日専決補正予算の概要
■一般会計

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計

7土木費 6下水道費 1公共下水道費 下水道事業特別会計繰出金（公
共下水）

135,740 △ 3,300 132,440

9教育費 2小学校費 1学校管理費 小学校管理費 1,300,557 △ 216,888 1,083,669

3中学校費 1学校管理費 中学校管理費 1,365,707 1,744 1,367,451

4幼稚園費 1幼稚園費 幼稚園費 132,782 △ 13,341 119,441

4 　　                           



予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

（単位：千円）

補正額の財源内訳
事業内容等 所属特 定 財 源

一般財源

△ 2,900 △ 400 公共下水道事業に係る全体事業費の精査によ
る減額。

上下
水道
課

26～
27

13,221 106,900 △ 340,000 2,991 芦辺小学校屋内運動場改築事業、学校施設空
調設備設置事業、ブロック塀安全対策事業に
係る全体事業費の精査による減額。

教育
総務
課

28～
29

22,569 164,000 △ 60,000 △ 124,825 芦辺中学校校舎改築及び改修事業、学校施設
空調設備設置事業、ブロック塀安全対策事業
に係る全体事業費の精査による増額。

教育
総務
課

28～
29

△ 417 8,500 △ 20,110 △ 1,314 学校施設空調設備設置事業に係る全体事業費
の精査による減額。

教育
総務
課

28～
29

過疎債

過疎債

94,900

・

合併特例

債

12,900

学校施設

環境改善

交付金

4,131

・

ブロック

塀・冷房

設備対応

臨時特例

交付金

9,090

合併振

興基金

過疎債

9,500

・

学校教育

施設等整

備事業債

△1,000

ブロック

塀・冷房

設備対応

臨時特例

交付金

合併振

興基金

△20,00

0

・

ふるさと

応援基

金

△110

辺地債

5,300

・

過疎債

14,900

・

合併特例

債

143,800

学校施設

環境改善

交付金

12,206

・

ブロック

塀・冷房

設備対応

臨時特例

交付金

10,363

合併振

興基金

5 　　                           



■一般会計・繰越明許費（詳細）　変更
事業名 変更前

9 衛生費 2 小学校費 ブロック塀安全対策工事（小学校） 100,547

3 中学校費 ブロック塀安全対策工事（中学校） 3,638

104,185

款 項

合　　　　　　　　　　　計

6



（単位：千円）

変更後 増減 完了予定 変　更　理　由

124,847 24,300 R1.12.27
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の追加内示に
伴う事業費の増額により、翌年度に繰り越して使用する
限度額が増額したため。

35,091 31,453 R1.12.27
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の追加内示に
伴う事業費の増額により、翌年度に繰り越して使用する
限度額が増額したため。

159,938 55,753
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○積立基金  (単位：千円）

2,002,413 909 400,000 1,603,322 666 800,000 803,988

3,162,946 1,108 400,000 2,764,054 3,456 1,000,000 1,767,510

508,751 188 0 508,939 168 193,500 315,607

761,070 0 20,800 740,270 0 47,500 692,770

188,122 43 1,600 186,565 34 2,700 183,899

40,775 0 0 40,775 0 0 40,775

116,331 39,401 30,000 125,732 53,385 30,000 149,117

51,131 22,774 22,768 51,137 17,043 17,037 51,143

7,899 2 300 7,601 2 300 7,303

7,805 0 0 7,805 0 0 7,805

10,738 3 0 10,741 3 0 10,744

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000

2,365,600 0 0 2,365,600 0 0 2,365,600

178,534 260,760 114,000 325,294 300,045 177,800 447,539

409,547 264,798 207,300 467,045 264,764 261,950 469,859

0 100,000 0 100,000 50,001 0 150,001

0 100,000 0 100,000 50,001 0 150,001

5,646,303 787,969 396,768 6,037,504 735,446 730,787 6,042,163

10,811,662 789,986 1,196,768 10,404,880 739,568 2,530,787 8,613,661

255,590 58 0 255,648 53 1 255,700

14,893 2 14,895 0 3 1 2

128,803 27 67,000 61,830 15 28,000 33,845

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17,686 2,935 6,220 14,401 8,301 1,933 20,769

416,972 3,022 88,115 331,879 8,372 29,935 310,316

11,228,634 793,008 1,284,883 10,736,759 747,940 2,560,722 8,923,977

○定額運用基金

14,474 0 0 14,474 0 14,474 0

20,000 0 0 20,000 0 0 20,000

43,566 0 0 43,566 0 0 43,566

2,000 0 0 2,000 0 0 2,000

80,040 0 0 80,040 0 14,474 65,566

11,308,674 793,008 1,284,883 10,816,799 747,940 2,575,196 8,989,543

基　　金　　の　　状　　況　（見込み）

区 分
平成３０年度末
現 在 高 見 込

平成２８年度末
現 在 高

平成２９年度
平成２９年度末
現 在 高

平成３０年度（見込み）

積立金 取崩額 積立金 取崩額

一
般
会
計
分

財政調整基金

減債基金

特
定
目
的
基
金

沿岸漁業振興基金

教育振興基金

松永記念館維持管理基金

原の辻遺跡保存整備基金

地域振興基金

地域福祉基金

老人ホーム事業施設整備基金

中山間ふるさと活性化基金

栽培漁業振興基金

特
別
会
計
分

国民健康保険財政調整基金

直営診療所財政調整基金

介護給付費準備基金

ふるさと市町村圏基金

合併振興基金

ふるさと応援基金

過疎地域自立促進特別事業基金

本庁舎建設基金積立金

学校施設整備基金積立金

簡易水道事業特別会計基金

特別養護老人ホーム事業財政調整基金

特別養護老人ホーム事業施設整備基金

農業機械銀行特別会計減価償却基金

計

小 計

計

合 計

区 分
平成３０年度末
現 在 高 見 込

平成２８年度末
現 在 高

平成２９年度
平成２９年度末
現 在 高

平成３０年度（見込み）

積立金 取崩額 積立金 取崩額

土地開発基金

災害資金貸付基金

奨学資金運用基金

合 計

合計（積立基金＋定額運用基金）

収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金

8



資料３

１． 各会計予算額一覧 1

２． ６月補正予算主要事業一覧 2～11

令和元年度６月補正予算（案）概要

壱　岐　市





○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 6月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

23,670,000 382,000 24,052,000 

4,041,911 4,041,911 

98,919 98,919 

4,140,830 4,140,830 

331,677 331,677 

3,481,957 1,707 3,483,664 

32,390 32,390 

3,514,347 1,707 3,516,054 

333,871 333,871 

116,521 116,521 

122,339 122,339 

8,559,585 1,707 8,561,292 

32,229,585 383,707 32,613,292 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 6月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

収益的収入 873,319 873,319 

収益的支出 857,379 857,379 

資本的収入 190,466 190,466 

資本的支出 356,907 356,907 

令和元年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

農業機械銀行特別会計

事業勘定

後期高齢者医療事業特別会計

診療施設勘定

計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

一般会計、特別会計の合計

水道事業会計

三島航路事業特別会計

合　　　　計

介護保険
事業特別
会    計

会　計　名

1



■一般会計

国費 県費 地方債 その他

2 総務費 1 総務管
理費

6 企画費 離島百貨店負担金 0 240 240 0 0 0 0

逆参勤交代事業負担
金

0 1,080 1,080 0 0 0 0

コミュニティ助成事
業

0 11,600 11,600 0 0 0 11,600

7 情報管
理費

地域情報通信推進事
業

150,765 33,624 184,389 0 0 0 0

3 民生費 1 社会福
祉費

1 社会福
祉総務
費

プレミアム付商品券
事業

0 220,479 220,479 60,479 0 0 160,000

令和元年度６月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

コミュ
ニティ
助成金

プレミア

ム付商品

券事業費

補助金

40,000

・

プレミア

ム付商品

券事務費

補助金

15,839

プレミ

アム商

品券売

払収入

2



内訳 予算書
基本
指針 ページ

240 新規 ●離島百貨店負担金
①離島間の情報共有
② 離島百貨店、離島キッチ
ン各店舗でテストマーケ
ティングや商品のＰＲ
③「離島百貨店ＷＥＢ」を
通じて全国の離島ファンに
情報発信

5 4 － 全国の離島同士や離島と離島ファン
をつなぐための離島百貨店（結びつ
ける場所）を活用し、離島が連携す
ることで会員企業や関係省庁を巻き
込み、相互にメリットのある形で事
業推進を図る。

政策
企画
課

12～
13

1,080 新規 ●逆参勤交代事業負担金
①.参加者向けオリエンテー
ション（7/10東京）の開催
②トライアル逆参勤交代の
実施（9/27～29）

5 5 － 東京近郊に在住する企業（職員）が
地方へ赴き、地域のキーパーソンと
の交流により地域課題解決に資する
ことを実践する。
地方での期間限定型リモートワーク
（会社以外の場所で遠隔で仕事を行
う勤務形態）や２地域居住の関係人
口増加と将来のＣＣＲＣ移住者予備
層の育成を図る。

政策
企画
課

12～
13

0 新規 ●一般コミュニティ助成事
業　　【助成率100％】
・石田町自治公民館連絡協
議会　2,500千円
　コミュニティ活動用備品
整備（移動用放送設備、
テーブル等）
●コミュニティセンター助
成事業　【助成率2/3】※
上限15,000千円
・芦辺町箱崎中山触公民館
9,100千円
　箱崎中山触コミュニティ
センターの建設

4 4 コミュニ
ティ助成
事業実施
要綱

財団法人自治総合センターによる宝
くじの社会貢献広報事業。コミュニ
ティに必要な備品や集会施設の整
備、安全な地域づくりと共生のまち
づくり、地域文化への支援や地域の
国際化の推進及び活力ある地域づく
り等に対して助成を行うことで、地
域コミュニティ活動の充実・強化を
図り、地域社会の健全な発展と住民
福祉の向上に寄与することを目的と
する。

政策
企画
課

12～
13

33,624 ●インターネット回線使用
料
　壱岐市ケーブルテレビ施
設次期指定管理者（光ネッ
トワーク株式会社）の運用
開始延期に伴う回線費用
等。
・壱岐～光ネットワーク間
回線使用料

5 3 －  壱岐市ケーブルテレビ施設の次期
指定管理者の期間の変更による。

政策
企画
課

12～
13

0 新規 ●プレミアム付商品券事業
【補助率100％】
　消費税・地方消費税率の
10%への引き上げが非課税
者・子育て世帯（0～2歳
児）の消費に与える影響を
緩和するとともに、地域に
おける消費を喚起・下支え
することを目的として、非
課税者・子育て世帯主向け
のプレミアム付き商品券を
発行・販売する。

2 3 － 消費税・地方消費税引き上げが非課
税者・子育て世帯の消費に与える影
響を緩和するとともに、地域におけ
る消費を喚起・下支えするため、非
課税者・子育て世帯主向けのプレミ
アム付商品券を発行・販売する。

市民
福祉
課

12～
15

所属

（単位：千円）

一般財源 施策
新規 事業内容

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等

【壱岐市総合計画における基本指針】
1産業振興で活力あふれるまちづくり 4心豊かな人が育つまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり 5国内外交流が盛んなまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり 6参画と協働による市民が主役のまちづくり
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和元年度６月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

3 民生費 2 児童福
祉費

4 保育所
費

保育所費（八幡保育
所）

18,747 962 19,709 0 0 0 0

4 衛生費 1 保健衛
生費

2 予防費 一般予防対策費 73,173 7,145 80,318 1,990 0 0 0

5 農林水
産業費

1 農業費 3 農業振
興費

儲かるながさき水田
経営育成支援事業

2,549 4,250 6,799 0 3,541 0 0

担い手確保・経営強
化支援事業

0 9,319 9,319 0 9,319 0 0

疾病予

防対策

事業費

等補助

金

担い手
確保・
経営強
化支援
事業補
助金

儲かる

ながさ

き水田

経営育

成支援

事業補

助金

4



内訳 予算書
基本
指針 ページ

所属

（単位：千円）

一般財源 施策
新規 事業内容

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等

【壱岐市総合計画における基本指針】
1産業振興で活力あふれるまちづくり 4心豊かな人が育つまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり 5国内外交流が盛んなまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり 6参画と協働による市民が主役のまちづくり

962 新規 ●給食室厨房用エアコン等
取付工事
　故障により早急に設置す
る必要があるため。

2 5 － 県の監査において、給食調理室の室
温管理が不適格との指摘を受け平成
３０年度に追加整備を行ったが、追
加整備以前のエアコンが故障したた
め、労働環境の改善と食の安全を図
るために空調設備改修を行う。

こど
も家
庭課

14～
15

5,155 新規 ●予防接種事業（風疹）
【補助率1/2】
免疫の低い対象に定期の予
防接種を実施する。（※対
象：昭和37年度生～昭和53
年度生の男性）
まず抗体検査を受け、その
結果で必要な人に風疹予防
接種を実施する。
事務賃金　　　 　90千円
印刷製本費　　　130千円
郵便料　　　　   324千円
委託料
　抗体検査料 　2,712千円
　予防接種料　 3,009千円
　事務委託料他　 880千円

2 1 － 風疹は大人が罹患しても症状は軽い
が、妊娠初期に妊婦が風疹に感染す
ると出生児が先天性風疹症候群にな
る可能性がある。調査では風疹の予
防接種を公的に受けることのできな
かった、40～57歳の男性は抗体の保
有率が低くなっている。感染を拡大
させないため社会全体が免疫を持つ
必要があり、国の緊急対策として、
風疹の蔓延防止のため、抗体検査・
予防接種を実施する。

健康
増進
課

14～
17

709 1 1 儲かるな
がさき水
田経営育
成支援事
業実施要
領

ＴＰＰ交渉の大筋合意や需給状況等
を踏まえ、水田の効率的利用による
低コスト化やステップアップを図る
集落営農組織を育成し、水田汎用化
による転作作物・高収益品目の導入
拡大を推進するとともに、高温耐性
優良品種の転換による「売れる米づ
くり」、地場産麦の供給拡大や「県
産米」普及拡大等水田農業の構造改
革による産地競争力を強化し、水田
農業の所得向上を図る。

農林
課

16～
17

0 新規 1 1 担い手確
保・経営
強化支援
事業実施
要綱

力強く持続可能な農業構造を実現す
るため、先進的な農業経営の確立に
意欲的な地域の担い手に対し、必要
な農業用機械・施設の導入を支援す
る。
補助金：事業主体へ（1/2）、基金
協会へ（1/15）

農林
課

16～
17

●水田フル活用推進事業
①（農）池田仲下
・溝堀機　1台
　930千円×【県1/2＋市
1/10】＝558千円
②（農）平人営農組合
・播種機　1台
　1,092千円×【県1/2＋市
1/10】＝656千円
③（農）原風
・溝堀機　1台
　930千円×【県1/2＋市
1/10】＝558千円
④（農）勝本
・管理機　1台
　4,130千円×【県1/2＋市
1/10】＝2,478千円

●担い手確保・経営強化支
援事業
①（農）こくぶ
・ｺﾝﾊﾞｲﾝ（3条刈）　1台
　5,993千円×【県
(国)1/2】＝2,996千円
　3,470千円(融資借入額)×
【県(国)1/15】＝231千円
②（農）箱西
・ﾄﾗｸﾀｰ（ﾛｰﾀﾘｰ含む）、ﾎ
ｲﾙﾛｰﾀﾞｰ（ﾍﾞｰﾙｸﾞﾗﾌﾞ含む）
各1台
　11,313千円×【県
(国)1/2】＝5,656千円
　6,550千円(融資借入額)×
【県(国)1/15】＝436千円
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和元年度６月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

5 農林水
産業費

1 農業費 3 農業振
興費

チャレンジ園芸１０
００億推進事業

0 13,442 13,442 0 10,339 0 0

強い農業・担い手づ
くり総合支援交付金
事業

0 3,469 3,469 0 3,469 0 0

4 畜産業
費

和牛振興大会 0 3,050 3,050 0 0 0 0

畜産競争力強化対策
整備事業

59,917 29,554 89,471 0 27,279 0 0

畜産競

争力強

化対策

整備事

業補助

金

強い農
業・担
い手づ
くり総
合支援
交付金

チャレ
ンジ園
芸1000
億推進
事業補
助金
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内訳 予算書
基本
指針 ページ

所属

（単位：千円）

一般財源 施策
新規 事業内容

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等

【壱岐市総合計画における基本指針】
1産業振興で活力あふれるまちづくり 4心豊かな人が育つまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり 5国内外交流が盛んなまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり 6参画と協働による市民が主役のまちづくり

3,103 新規 ●チャレンジ園芸１０００
億推進事業
○壱岐地区いちご高設ベン
チ第一組合
・いちご高設栽培システム
　19,027千円×【県1/3＋
市1/10】＝8,245千円
・いちご自動潅水装置・自
動換気装置
　11,993千円×【県1/3＋
市1/10】＝5,197千円

1 1 チャレン
ジ園芸１
０００億
推進事業
実施要綱

園芸作物のさらなる振興により、農
業者の所得向上を図る。

農林
課

16～
17

0 新規 ●強い農業・担い手づくり
総合支援交付金事業
①（農）大原・西
・田植機（6条）　1台
　2,293千円×【県
(国)3/10】＝687千円
　1,780千円(融資借入額)×
【県(国)１/15】＝118千円
②日高　将希
・全自動菊選別結束機　1
台
　7,689千円×【県
(国)3/10】＝2,306千円
　5.380千円(融資借入額)×
【県(国)1/15】＝358千円

1 1 強い農
業・担い
手づくり
総合支援
交付金事
業実施要
綱

力強く持続可能な農業構造を実現す
るため、先進的な農業経営の確立に
意欲的な地域の担い手に対し、必要
な農業用機械・施設の導入を支援す
る。
補助金：事業主体へ（3/10）、基金
協会へ（1/15）

農林
課

16～
17

3,050 新規 ●和牛振興大会補助金
　平茂晴号の功績を称え、
顕彰碑建設及び同記念振興
大会開催事業に対する補助
を行う。
①平茂晴号顕彰碑
　3,400千円×【市1/2】＝
1,700千円
②同記念振興大会
　2,700千円×【市1/2】＝
1,350千円

1 1 － 平茂晴号は平成10年3月23日に壱岐
市芦辺町で誕生し、肉質と増体を兼
備した糸桜系の種雄牛として、凍結
精液累計利用本数は243,731本を数
え、10万頭以上の子牛が生産されて
おり、長崎県の肉用牛改良に多大な
貢献を果たした。。その功績を称
え、県肉用牛改良センター敷地内に
顕彰碑が建てられているが、生産地
である当市でも顕彰碑を望む農家の
声も多く、また、顕彰を機とした振
興大会の開催により、農家のさらな
る増頭意欲の向上に繋げる。

農林
課

16～
17

2,275 1 1 畜産競争
力強化対
策緊急整
備事業実
施要綱

地域産業の核として必要不可欠な存
在である畜産の生産基盤を確保する
とともに、国際競争力強化のため、
地域の関係者が連携して作成する地
域全体の収益力を向上させる計画・
目標の達成のための取組について、
中心的な役割を担う畜産経営体等の
施設等を整備する取組を支援するこ
とにより、地域の畜産の収益性向上
を図る。

農林
課

16～
17

●畜産競争力強化対策整備
事業
　平成30年度肉用牛パワー
アップ事業（繰越事業）か
ら令和元年度畜産競争力強
化対策整備事業への組み替
え。
①平田　祐司
・牛舎1棟、堆肥舎1棟、附
帯施設等
　24,185千円×【国50％＋
県10％＋市5％】＝15,719
千円
②永岡　稔
・牛舎1棟、堆肥舎1棟、附
帯施設等
　21,286千円×【国50％＋
県10％＋市5％】＝13,835
千円
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和元年度６月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

5 農林水
産業費

1 農業費 5 農地費 県営事業費 38,534 8,834 47,368 0 0 4,100 0

2 林業費 2 林業振
興費

森林環境譲与税基金
積立金

0 3,066 3,066 0 0 0 0

6 商工費 1 商工費 4 観光費 令和ゆかりの地情報
発信事業

0 1,150 1,150 0 0 0 0

7 土木費 7 住宅費 1 住宅管
理費

３世代同居・近居促
進事業

2,000 2,000 4,000 450 1,000 0 0

長崎県

３世代

同居・

近居促

進事業

補助金

社会資

本整備

総合交

付金

緊急自

然災害

防止対

策事業

債
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内訳 予算書
基本
指針 ページ

所属

（単位：千円）

一般財源 施策
新規 事業内容

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等

【壱岐市総合計画における基本指針】
1産業振興で活力あふれるまちづくり 4心豊かな人が育つまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり 5国内外交流が盛んなまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり 6参画と協働による市民が主役のまちづくり

4,734 ●壱岐地区ため池事業
　壱岐地区（老朽４ため
池）の事業採択申請に必要
となる経済効果、工法検討
の業務委託を行う必要があ
る。
・計画修正業務委託　4,709
千円

1 1 土地改良
法

県営事業による勝本町(東ノ木・木
堂)、芦辺町(辻山・高尾)の4ため池
は、ため池一斉点検結果に基づき、
漏水量、構造欠損が認められるため
池であり、防災減災の観点から早期
改修が望まれるため池である。令和
元年に高率の国庫補助事業(長寿命
化対策事業)採択に向け、経済効
果、工法検討を実施する必要があ
る。

農林
課

16～
17

1 1 緊急自然
災害防止
対策事業
債

3,066 新規 ●森林環境譲与税基金積立
金
　森林環境譲与税の新設に
より、基金に積み立て、森
林環境の保全事業に充当す
る。

1 1 壱岐市森
林環境譲
与税基金
条例

森林の間伐や人材育成・担い手確
保、木材利用の促進や普及啓発等の
森林整備及びその促進に関する費用
として積み立てる。

農林
課

16～
17

1,150 新規 ●令和ゆかりの地情報発信
事業
　新元号「令和」の典拠と
なった万葉集にちなみ、本
年10月に開園50周年を迎え
る万葉公園にて和歌イベン
トを実施し、情報発信を行
う。

1 5 － 万葉公園は1969年10月8日、明治
100年を記念して旧石田町が整備し
たもので、本年10月に開園50周年を
迎える。新元号「令和」が発表され
て以降、万葉公園の注目度が高まっ
ており、さらなる情報発信を行う。

観光
課

18～
19

550 ●3世代同居・近居促進事
業補助金
　新たに5件分を追加
・補正予算400千円×5件＝
2,000千円

3 1 壱岐市３
世代同
居・近居
促進事業
補助金交
付要綱

新たに３世代同居・近居するための
改修工事等を行う方に、掛かる費用
の一部を補助し、子育てに快適な住
環境づくりを促進する。

建設
課

18～
19

●県営自然災害防止事業
　平成30年度から新年度へ
事業が持ち越されており、
早期完了となるため。
①県営自然災害防止事業負
担金（芦辺大石地区(1)）
　2,000千円×20％＝400千
円
②県営自然災害防止事業負
担金（芦辺大石地区(2)）
　8,000千円×20％＝1,600
千円
③県営自然災害防止事業負
担金（郷ノ浦赤部地区）
　6,000千円×25％＝1,500
千円
④県営自然災害防止事業負
担金（勝本大柳地区）
　2,500千円×25％＝625千
円

災害の発生を予防し、又は災害の拡
大を防止することを目的として、地
方公共団体が策定する緊急自然災害
防止対策事業計画に基づき実施する
地方単独事業（県単独事業を含む）
を対象として、海岸、地すべり事業
を県単事業で実施する。郷ノ浦町：
赤部(護岸改修）、勝本町：大柳(護
岸改修）、芦辺町：大石(地すべり
土留・排水工）の４地区を実施し、
民生の安定を早期に確保することを
目的とする。市負担額は100％緊急
自然防止事業債が充当され、償還金
の70％が交付税措置である。
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和元年度６月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

8 消防費 1 消防費 1 常備消
防費

コミュニティ助成事
業

0 1,400 1,400 0 0 0 1,400

5 災害対
策費

コミュニティ助成事
業

0 2,000 2,000 0 0 0 2,000

10 災害復
旧費

2 公共土
木施設
災害復
旧費

1 公共土
木施設
災害復
旧費

公共土木施設災害復
旧事業（過年災単
独）

0 5,650 5,650 0 0 5,600 0

コミュ
ニティ
助成金

コミュ
ニティ
助成金

公共土
木施設
等災害
復旧事
業債
（単
独）

10



内訳 予算書
基本
指針 ページ

所属

（単位：千円）

一般財源 施策
新規 事業内容

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等

【壱岐市総合計画における基本指針】
1産業振興で活力あふれるまちづくり 4心豊かな人が育つまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり 5国内外交流が盛んなまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり 6参画と協働による市民が主役のまちづくり

0 新規 ●地域防災組織育成助成事
業
①筒城保育所
・幼年消防用鼓笛隊セット
400千円　【助成率100％】
②初瀬婦人防火クラブ
・Ｄ－１ポンプ一式他備品
の整備　1,000千円　【助成
率100％】

3 3 コミュニ
ティ助成
事業実施
要綱

財団法人自治総合センターが行う全
国自治宝くじの社会貢献広報事業費
として、地域を災害から守るため、
地域の防災活動に直接必要な設備等
の整備を図る。

消防
本部

18～
19

0 新規 ●地域防災組織育成助成事
業　2,000千円　【助成率
100％】
・立石仲触公民館自主防災
組織
　防災資器材の整備

3 3 コミュニ
ティ助成
事業実施
要綱

財団法人自治総合センターが行う全
国自治宝くじの社会貢献広報事業費
として、地域を災害から守るため、
地域の防災活動に直接必要な設備等
の整備を図る。

危機
管理
課課

18～
19

50 新規 ●公共土木施設災害復旧事
業（過年災単独）
・市道船橋池田線排水路復
旧工事測量設計業務（郷ノ
浦町大原触）

3 3 公共土木
施設災害
復旧事業
費国庫負
担法

異常気象により被災した公共土木施
設の災害復旧工事を行う。

建設
課

20～
21
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